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午前 10 時 00 分 開議 

○藤原委員⾧ 

おはようございます。 

5 日目の委員会を迎えました。きょうもよろしくお願いします。 

きのうは審議促進に多大な御協力をいただきまして心から感謝を申し上げます。また、急
な交代にもかかわらず板橋副委員⾧にはつつがなく代行を務めていただきまして、心から
感謝を申し上げたいと思います。 

それでは、きょうも充実した質疑をスピーディーに、またよろしくお願いしたいと思いま
す。 

ただいまの出席委員は 21 名であります。本日は尾口好昭委員から欠席届が出されておりま
すので、御報告申し上げます。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の委員会を開きます。 

当局から発言を求められておりますので、発言を許します。 

まず、市民経済部次⾧よりお願いします。 

○伊藤市民経済部次⾧(兼)生活環境課⾧ 

3 月 7 日の月曜日の本予算特別委員会一般会計予算 4 款 1 項の質疑におきまして、金野次
男委員から塩釜斎場移転に関する御質問に対しまして、私が不適切な御回答を申し上げま
したので、会議録の訂正をお願い申し上げます。 

私の回答におきまして、塩釜斎場の移転候補地があたかも決定したともとられるような発
言を申し上げましたが、塩釜斎場移転に係る作業事務は、塩釜地区環境組合におきまして
コンサルタント会社が最も適した移転先と選定した候補地を基本に現在、事務作業を進め
ておるところでございます。そのように訂正をお願い申し上げます。大変申しわけござい
ませんでした。ここに深く申し上げまして、訂正につきましてはよろしくお願い申し上げ
ます。 

○藤原委員⾧ 

続きまして、学校教育課⾧。 

○佐々木学校教育課⾧ 

昨日の多賀城市在住産米、いわゆる多賀城米につきましての供給方法につきまして改めて
御説明させていただきたいと思います。 



まず、米の注文から御飯の配送までの流れでございますが、多賀城産米は一たん JA せんだ
い、具体的に申し上げますと、南宮倉庫に大半、一部館前の倉庫に多賀城産米ということ
で袋詰めで玄米が保管をされます。そして、米の注文ですが、各自治体から必要量の注文
が学校給食会に要請が入り、学校給食会から全農県本部に入り、全農県本部から JA の各倉
庫に必要量の精米の要請があるわけですが、本市におきましては南宮倉庫から注文を必要
量を受けた段階で精米事業所に搬出をいたします。精米事業所におきまして炊飯事業所に
持っていきまして炊飯をするわけでございますが、その際、ほかの地域の米とまざらない
ように一つのラインだけを送米管を利用しまして洗米と炊飯等をして、その事業所が多賀
城産米を直接学校に届けるというシステムになっておりまして、この送米管のそういうシ
ステム構築につきましては、既に完了しているということでございます。 

なお、4 月以降につきまして学校教育課としましても、学校給食センターとあわせまして実
際目で確かめて現地視察を行いまして、間違いないかどうかにつきましても確認をしてい
きたいと思っているところでございます。 

○藤原委員⾧ 

以上ですね。（「はい」の声あり） 

それでは、質疑に入ります。 

 ● 議案第 17 号 平成 23 年度多賀城市国民健康保険特別会計予算 

○藤原委員⾧ 

まず、議案第17号 平成23年度多賀城市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。 

● 歳入歳出一括説明 

○藤原委員⾧ 

それでは、歳入歳出一括説明を求めます。 

○大森国保年金課⾧ 

それでは、私の方から御説明申し上げます。 

初めに、予算資料 9 の 44 ページをお願いいたします。 

平成 23 年度国民健康保険特別会計予算資料に基づきまして、医療費の推計、各支援金や納
付金、拠出金の算定など予算編成に係る主なものについて御説明申し上げます。 

初めに、医療費の推計ですけれども、基本的には前 3 カ年、20 年度から 22 年度までの実
績から算出してございます。 

なお、積算の詳細につきましては、表の下にそれぞれ※印で記載したとおりの内容となっ
ております。 

それでは、まず、1 の一般被保険者医療費の推計（1）歳出。 

初めに、若人ですけれども、表の 23 年度の欄で申し上げます。被保険者数の年平均が 1 万
291 人、被保険者 1 人当たりの診療費用額、入院が 7 万 6,677 円、入院外が 7 万 1,662
円、歯科が 1 万 7,456 円、合計が 16 万 5,795 円、診療費総額 17 億 619 万 6,000 円でご
ざいます。 



次に、前期高齢者ですけれども、これも 23 年度の欄で申し上げますと、被保険者の年平均
が 4,821 人になります。それから診療費用の合計額、B の欄ですけれども、36 万 9,323
円ということで、診療費の総額が 17 億 8,050 万 6,000 円でございます。 

次の表が平成23年度の推計でございまして、若人に前期高齢者を加えたものでございます。
表の左側から順に合計の欄で申し上げますと、診療費総額が 34 億 8,670 万 2,000 円、調
剤等支給額は 9 億 6,494 万 5,000 円でございますが、これは診療費総額に調剤等の支給割
合を乗じたものでございます。療養の給付支給額は 44 億 5,164 万 7,000 円で、これは診
療費総額に調剤等支給額を加えたものでございます。次の公費負担はございませんので、
同じ額が医療費になります。療養費は 8,029 万 3,000 円で、これは医療費に療養費割合を
乗じたものでございます。保険者負担額は 36 億 8,954 万 3,000 円で、これは医療費と療
養費の計に保険者負担率を乗じたもので、これが一般被保険者に係る保険給付費でござい
ます。 

次の 45 ページでございます。 

（2）歳出（保険者負担額）の内訳ですけれども、初めに、一般被保険者の療養給付費、こ
れは先ほどの E 欄の療養給付費支給額に実績給付率を乗じたもので、32 億 5,130 万 5,000
円でございます。 

療養費は、H 欄の療養費に実績給付率を乗じたもので、5,864 万 3,000 円でございます。
高額療養費は、療養給付費支給額と療養費を加えた額に実績給付率を乗じたもので、3 億
7,959 万 6,000 円でございます。 

高額介護合算療養費は、平成 21 年度から始まっておりますけれども、これまでの実績等を
勘案しまして 250 万円を計上させていただいております。 

移送費は科目設定でございます。 

次に、（3）療養給付費の負担金、これ歳入でございますけれども、算出を申し上げますと、
保険給付費の総額から保険基盤安定繰入金の 2 分の 1、それと前期高齢者交付金、療養給付
費等交付金に係る前期高齢者交付金相当額を差し引いた金額にそれぞれの割合を掛けたも
のでございます。国庫負担分が 100 分の 34 で 7 億 5,358 万 6,000 円、国庫補助分が 100
分の 7 で 1 億 5,515 万円、県補助分が 100 分の 6 で 1 億 3,298 万 6,000 円でございます。 

次のページをお願いいたします。 

2、退職被保険者等医療費の推計でございます。 

（1）歳出医療費の推計でございますけれども、算定の基本的な考え方につきましては、先
ほどの一般被保険者と同じでございます。 

23 年度の欄で申し上げますと、被保険者の年平均が 819 人、被保険者 1 人当たりの診療費
用額計が 31 万 2,336 円で、診療費総額が 2 億 5,580 万 3,000 円でございます。 

次に、その下の表、平成 23 年度推計ですけれども、計算方法は、先ほどの一般被保険者と
同様でございまして、右端の保険者負担額 2 億 7,260 万 4,000 円でございます。 

次に、（2）の歳出保険者の負担額の内訳でございますけれども、これも算定につきまして
は、一般被保険者と同様でございます。退職被保険者等療養給付費が 2 億 3,736 万 8,000
円、療養費が 306 万 5,000 円、高額療養費が 3,217 万 2,000 円、高額介護合算療養費が
50 万円、移送費は科目設定でございます。 



次に、3 の歳入の内容でございますけれども、療養給付費交付金で、これは退職被保険者等
に係る歳入でございますけれども、算出式としましては、退職分の歳出予算額から対職分
歳入予算額を差し引いて、それに退職被保険者等の前期高齢者交付金相当額を加えたもの
で、過年度分の科目設定 1,000 円を加えまして、合計で 2 億 2,865 万 6,000 円でござい
ます。 

次、右側、47 ページにまいりますけれども、3 の後期高齢者支援金の算出、こちらからに
つきましては、いずれもそれぞれの支援金、拠出金等の算出式を計算したものでございま
して、大枠の説明にとどめさせていただきたいと思います。 

初めに、後期高齢者支援金でございますけれども、（1）の後期高齢者支援金と 2 の病床転
換支援金の双方を加えまして、（3）の 5 になりますけれども、7 億 1,259 万 9,000 円で
ございます。 

次に、4 と 5 の後期高齢者支援金と病床転換支援金の事務費拠出金の合計が（6）になりま
すけれども、7 万 2,000 円でございます。 

（7）は歳入でございまして、1 が国庫負担分で 100 分の 34 で 2 億 3,310 万円、2 が国庫
補助分で 100 分の 7、4,799 万 1,000 円、3 が県補助分で 100 分の 6、4,113 万 5,000
円でございます。 

次に、4 の前期高齢者納付金の算出でございますけれども、（1）の納付金の金額は 192 万
3,000 円でございます。（2）の事務費拠出金は 6 万 6,000 円でございます。（3）は前期
高齢者交付金、これ歳入分でございますけれども、詳細はこちらに記載のとおりでござい
まして、合計で 12 億 9,618 万円でございます。 

次のページをお願いいたします。 

5 の介護納付金でございます。介護納付金につきましては 2 億 8,515 万 8,000 円でござい
ます。算定につきましてはこちらに記載のとおりでございます。 

（2）の介護納付金負担金、こちら歳入分でございますけれども、国庫負担分が 9,695 万
3,000 円、国庫補助分が 100 分の 7 で 1,996 万 1,000 円、県補助分が 100 分の 6 で 1,710
万 9,000 円でございます。 

次に、6 の高額医療費共同事業拠出金の算出でございますけれども、（1）の拠出金は、こ
れまでの実績等に基づいて算出した金額でございまして、1 億 4,045 万 3,000 円でござい
ます。（2）は、それに係る負担金、歳入分でございまして、国、県それぞれ医療費拠出金
の 4 分の 1 で 3,511 万 3,000 円でございます。 

次に、7 の保険財政共同安定化事業拠出金でございますけれども、こちらの金額も実績等に
より算出した金額でございまして、5 億 3,099 万 1,000 円でございます。 

以上で資料の方の説明を終わらせていただきまして、次、予算書の方の説明に入らせてい
ただきます。 

資料 8 の 19 ページをお願いいたします。 

初めに、予算の歳出の方から御説明申し上げます。 

1 款 1 項 1 目一般管理費 3,874 万 1,000 円につきましては、これは一般事務に要する経費
でございまして、主なものといたしまして、11 節の需用費は保険証などの印刷、12 節役務
費は保険証の郵送に係る経費、経常経費でございます。13 の委託料につきましては、電算



業務委託料としまして国保連合会関係分と本市の国民健康保険システム業務に係るもの、
それからレセプト点検業務委託等が入ってございます。 

次の 2 目団体負担金 460 万 5,000 円につきましては、国保連合会の運営に関する一般負担
金でございます。 

○佐藤収納課⾧ 

2 項徴税費 1 目賦課徴収費で 4,454 万 1,000 円の計上でございます。 

初めに、説明欄、収納課関係で 1 の国民健康保険税収納管理事業 1,850 万 6,000 円は、昨
年と比較して 115 万 7,000 円の増額となっておりますが、国民健康保険税の滞納整理事務
の事務量が増加していることから、非常勤職員 1 名を増員することが主な理由でございま
す。 

2 の滞納管理システム運用事業 451 万 5,000 円は、昨年と比較して 35 万 3,000 円の増額
となっておりますが、新システムへ更新することから増額となるものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

3 の訪問勧奨収納事業 1,801 万 4,000 円は、訪問勧奨業務の委託料でございます。 

○大森国保年金課⾧ 

次に、国保年金課関係で国民健康保険税賦課事業 350 万 6,000 円でございますけれども、
これは国保税の納付書の印刷、郵送に係る経常経費でございます。 

次の 3 項 1 目運営協議会費で 35 万 4,000 円は経常経費でございまして、年間 4 回の会議
の開催を予定してございます。 

4 項 1 目趣旨普及費 63 万円につきましては、窓口業務や保険証の更新時に配布するパンフ
レット等の購入に関する費用でございます。 

次の 23 ページをお願いいたします。 

2 款保険給付費でございますけれども、初めに、前年度との比較について御説明申し上げま
すと、23 ページの左上に本年度予算額 40 億 2,154 万 2,000 円と合計額なってございます。
前年度が 36 億 1,537 万 5,000 円でございましたので、率にしますと当初予算比では
11.23％の増加となってございます。また、ここに記載がございませんけれども、先日の補
正予算との比較を申し上げますと、補正後の金額が 38 億 4,730 万 8,000 円でございまし
たので、その補正予算との比較では 4.53％の伸びになっているものでございます。 

2 款 1 項 1 目の一般被保険者療養給付費から 4 目の退職被保険者等療養費までにつきまし
ては、先ほどの資料の方で御説明申し上げましたので省略させていただきたいと思います。 

5 目の審査支払手数料 1,065 万円は、これは国保団体連合会に対するレセプト審査支払事
務等の委託料でございます。 

次に、2 項 1 目一般被保険者高額療養費から、次のページになりますけれども、4 目退職被
保険者高額介護合算療養費までにつきましても、先ほどの資料で御説明申し上げたとおり
でございます。 

それから、3 項 1 目一般被保険者移送費、2 目退職被保険者等移送費につきましても、先ほ
どの資料で御説明申し上げましたとおりでございます。 



次に、4 項 1 目出産育児一時金 4,032 万円は、1 件当り 42 万円で 96 件分を計上してござ
います。 

2 目の支払手数料につきましては、2 万 1,000 円につきましては 96 件分の手数料でござい
ます。 

なお、この出産育児一時金について補足で説明させていただきますけれども、現在、暫定
措置としまして平成 21 年の 10 月から平成 23 年の 3 月までの、その期間を区切って 42
万円になってございます。それで、4 月以降の関係なんでございますけれども、国の方の動
きとしましては 42 万円で引き続き進めるということで話が進んでおりまして、3 月下旬に
被用者保険関係の政令改正が行われる見込みとなってございます。それに合わせまして、
同様の措置を講ずるためには条例改正が必要となりますけれども、既に国の方から予算編
成に関する通知等については、改正見込みであるということで示されておりますので、予
算措置としましては、現行の制度にのっとった 42 万円で行っているものでございます。 

次の 27 ページをお願いいたします。 

5 項 1 目葬祭費 540 万円につきましては、1 件当たり 5 万円で、108 件分の計上でござい
ます。 

次の 3 款後期高齢者支援金等、4 款の前期高齢者納付金等につきましては、先ほどの資料で
御説明申し上げましたので省略させていただきたいと思います。 

次の 29 ページをお願いいたします。 

5 款 1 項 1 目老人保健拠出金でございますけれども、事務費拠出金で 4 万 1,000 円の計上
でございます。医療費分につきましては、本年度は見込みがないものでございます。 

6 款の介護納付金、それから 7 款の共同事業拠出金につきましては、先ほどの資料で御説明
申し上げましたので省略させていただきたいと思います。 

次の 31 ページをお願いいたします。 

8 款 1 項 1 目保健衛生普及費でございますけれども、説明欄の国保年金課関係 1、保健衛生
普及事業で 1,149 万 9,000 円の計上でございますが、19 節負担金、補助及び交付金が主
なものでございます。検診負担金で国保加入者の胃がん検診、大腸がん検診、子宮がん検
診などの検診に係る負担金で、延べ 7,425 人分の自己負担分の助成を見込んだものでござ
います。 

次に、2 の脳検診助成事業でございますけれども、平成 21 年度から開始しておりますけれ
ども、40 歳から 5 歳刻みで 70 歳までの方を対象にしまして、1 人当たり 1 万円を補助し
ているものでございます。500 人分で 500 万円、それから事務経費を見込んだものでござ
います。22 年度につきましては、21 年度償還払いから現物給付にしたこともありまして助
成の実績が 2 月末現在で 384 人となってまして、受診率が大きく伸びてございます。23
年度についても、引き続き実施していくものでございます。 

次に、3 の医療費通知事業で 456 万円は、年 6 回の医療費通知を行うための経常経費でご
ざいます。こちら昨年度から 60 万円の増額になっておりますけれども、23 年度からジェ
ネリック薬品の差額通知 1 回分を見込んでおりますので、その分が増になっているもので
ございます。このジェネリックの差額通知につきましては、ジェネリック薬品の利用促進
を図るために、加入者の皆様にジェネリック薬品を使いますとこのぐらい医療費がかから
なくなりますよということでお知らせを年 1 回お送りするものでございます。 



○紺野健康課⾧ 

2 目特定健診事業費 2,175 万 7,000 円の計上でございます。メタボリックシンドロームに
着目した特定健康診査を実施するものでございまして、主なものは、13 節委託料の 2,133
万 3,000 円で、国保連合会への特定健診等のデータ処理委託料 103 万 4,000 円、それと
塩釜医師会への特定健診委託料 2,029 万 9,000 円で、4,466 人の受診者を見込んでござい
ます。 

次のページをお願いいたします。 

3 目特定保健指導事業費は 860 万 3,000 円の計上でございます。特定健診の結果に応じま
して階層化をし、積極的支援、動機づけ支援等の保健指導を実施するものでございます。
主なものは、1 節報酬の 291 万 5,000 円で、指導に従事する保健師、栄養士等の非常勤職
員 4 人分、それに 13 節委託料 498 万円で、積極的支援を 90 人、動機づけ支援を 110 人
の計 200 人等を見込みまして、その方々の個別指導・評価のための採血費用等でございま
す。 

○大森国保年金課⾧ 

次に、9 款 1 項 1 目基金積立金 37 万 7,000 円につきましては、財政調整基金の積み立て
利子でございます。 

10 款 1 項 1 目利子 12 万 4,000 円につきましては、一時借入金が生じた場合の利子を計上
しているものでございます。 

○佐藤収納課⾧ 

次のページをお願いいたします。 

11 款 1 項 1 目一般被保険者保険税還付金 690 万円につきましては、前年度同額で計上し
ております。 

2 目退職被保険者等保険税還付金 50 万円につきましても、前年同額でございます。 

3 目一般被保険者保険税還付加算金、4 目退職被保険者等保険税還付加算金、5 目償還金に
つきましては、いずれも科目設定でございます。 

○大森国保年金課⾧ 

次に、2 項 1 目一般会計繰出金は科目設定でございます。 

次の 37 ページをお願いいたします。 

12 款 1 項 1 目予備費は 1,067 万 9,000 円でございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

次に、同じ資料の 5 ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

1 款国民健康保険税につきまして、初めに御説明させていただきますけれども、本年度予算
額は合計額が14億8,217万8,000円でございまして、平成22年度当初予算が13億6,432
万 4,000 円でございましたので、当初予算比で 8.64％の増加となってございます。また、
こちらに記載はございませんけれども、先日の補正予算で御説明申し上げました補正予算



後の金額 12 億 9,492 万 1,000 円と比較いたしますと 14.46％の伸びとなるものでござい
ます。増加につきましては、主に平成 23 年 4 月からの税率等の改正によるものでございま
す。 

次に、内訳の説明になりますけれども、1 款 1 項 1 目一般被保険者国民健康保険税で 13 億
7,003 万 5,000 円でございます。 

節ごとに申し上げますと、医療給付費分現年課税分で 9 億 4,121 万 9,000 円、2 節の後期
高齢者支援金分現年課税分が 2 億 6,506 万 8,000 円、3 節の介護納付金分現年課税分が
8,745 万 1,000 円でございまして、収納率につきましては 91％に見込んでございます。4
節医療給付費分滞納繰越分が6,289万2,000円、5節後期高齢者支援金分滞納繰越分が742
万 5,000 円、6 節介護納付金分滞納繰越分が 598 万円でございまして、収納率を 15％に
見込んだものでございます。 

次に、2 目退職被保険者等国民健康保険税 1 億 1,214 万 3,000 円でございます。こちら前
年に比較しまして伸びが大きくなっておりますけれども、税率等の改正に伴うものが一つ
でございまして、それから先日補正予算の際にも御説明申し上げましたけれども、被保険
者数の増加によるものでございます。 

内訳でございますけれども、1 節医療給付費分現年課税分が 7,130 万 3,000 円、2 節後期
高齢者支援金分現年課税分が 2,002 万 3,000 円、3 節介護納付金分現年課税分が 1,735 万
3,000 円でございまして、収納率につきましては 98％を見込んでございます。 

次に、4 節医療給付費分滞納繰越分が 274 万 4,000 円、5 節後期高齢者支援金分滞納繰越
分が 29 万 8,000 円、6 節介護納付金分滞納繰越分が 42 万 2,000 円でございまして、収
納率につきましては 20％を見込んだものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

○佐藤収納課⾧ 

2 款 1 項 1 目督促手数料 1 節督促手数料 100 万円につきましては、前年同額で計上してお
ります。 

○大森国保年金課⾧ 

次に、3 款 1 項 1 目療養給付費等負担金 1 節現年度分は 10 億 8,363 万 9,000 円でござい
ます。 

なお、詳細につきましては、先ほど資料の方で御説明申し上げましたので省略させていた
だきます。 

2 節過年度分は科目設定でございます。 

2 目高額医療費共同事業負担金につきましても、先ほどの資料のとおりでございます。 

○紺野健康課⾧ 

3 目特定健診負担金で 533 万 7,000 円の計上でございます。特定健康診査の受診見込み者
4,466 人に係る国庫負担金でございまして、国の負担基準額に 40 歳から 74 歳までの特定
健診の受診見込み者数と 65 歳から 74 歳までの生活機能評価と特定健診をあわせて受診す
る見込み者数をそれぞれ乗じて算出いたしております。負担割合は 3分の 1 でございます。 



4 目特定保健指導負担金で 73 万 2,000 円の計上でございます。特定保健指導事業の指導見
込み者数 200 人に係る国保負担金でございますが、動機づけ支援と積極的支援の負担基準
額にそれぞれの指導見込み者数を乗じて算出いたしております。負担割合は 3 分の 1 でご
ざいます。 

○大森国保年金課⾧ 

次のページ、9 ページをお願いいたします。 

続いて、3 款 2 項 1 目財政調整交付金 1 節財政調整交付金で 2 億 6,810 万 2,000 円でご
ざいます。1 節普通調整交付金 2 億 2,310 万 2,000 円につきましては、先ほどの資料で御
説明申し上げましたとおりでございます。2 節特別調整交付金につきましては 4,500 万円
でございますけれども、その他特別の財政事情等に該当するものとして計上をしているも
のでございます。 

2 目出産育児一時金補助金でございますけれども、96 万円で 96 件分の補助金を見込んで
ございます。平成 22 年度は増加した 4 万円分の 2 分の 1 ということで 2 万円の補助でご
ざいましたけれども、平成 23 年度につきましては 4 分の 1 の補助ということで 1 万円に
なる見込みでございます。残り 3 万円の 3 分の 2 につきましては、これまでどおり地方財
政措置で措置されるものでございます。 

次の介護従事者処遇改善臨時特例交付金につきましては、平成 21 年度と 22 年度の 2 年間
の交付金でしたので廃目でございます。 

4 款 1 項 1 目療養給付費交付金で 2 億 2,865 万 6,000 円でございます。1 節現年度分は 2
億 2,865 万 5,000 円で、これも先ほどの資料のとおりでございます。2 節過年度分は科目
設定でございます。 

5 款 1 項 1 目前期高齢者交付金、それから、次のページになりますけれども、11 ページを
お願いいたします。6 款 1 項 1 目高額医療費共同事業負担金につきましても、それぞれ先
ほどの資料で御説明したとおりでございます。 

○紺野健康課⾧ 

2 目特定健診負担金で 533 万 7,000 円の計上でございます。これは特定健診事業の県負担
金で、先ほど御説明申し上げました国庫負担金の算出と同様でございます。 

3 目特定保健指導負担金で 73 万 2,000 円の計上でございます。これも特定保健指導事業の
県負担金で、こちらも国庫負担金の算出と同様でございます。 

○大森国保年金課⾧ 

次に、2 項 1 目県の財政調整交付金につきましても、先ほど資料で御説明したとおりでござ
います。 

なお、説明欄の下の 2 号交付金 2,100 万円がございますけれども、こちらはレセプト点検、
あるいは経営状況等良好等に係る交付金で 2,100 万円を見込んだものでございます。 

2 目乳幼児医療費補助金 246 万 4,000 円は、県の事業運営強化補助金で、当該事業見込額
に係る 2 分の 1 でございます。 

次のページをお願いいたします。 



7 款 1 項 1 目高額医療費共同事業交付金 1 億 6,945 万 1,000 円、2 目保険財政共同安定化
事業交付金 5 億 5,294 万 8,000 円につきましては、高額医療費等に対する国保連合会から
の交付金でございまして、これらの交付金につきましては、これまでの収納状況等を考慮
しまして金額を見込んだものでございます。 

8 款 1 項 1 目利子及び配当金 37 万 7,000 円は、財政調整基金の利子でございます。 

9 款 1 項 1 目 4 億 6,784 万 4,000 円でございます。1 節の保険基盤安定繰入金 2 億 2,348
万 3,000 円は、保険税軽減分と保険者支援分に支援分に係るものでございます。こちらの
金額、昨年度より 2,584 万 1,000 円の増となっておりますけれども、主に税率等の改正に
伴うものでございます。2 節職員給与費等繰入金 8,787 万 1,000 円は、歳出の方の 1 款事
務経費に充てるものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

3 節出産育児一時金繰入金 2,624 万円は、歳出の 2 款出産育児一時金の 3 分の 2 分でござ
います。 

4 節財政安定化支援事業繰入金は 2,479 万 6,000 円で、前年からの伸びにつきましては、
これまでは年齢構成差による給付費の一定割合の補てんということで対象になっておりま
したけれども、平成 22 年度から低所得者分として保険税負担能力が低い場合にも該当する
ようになりましたので、その分と合わせまして今回の金額になっているものでございます。 

次に、5 節その他一般会計繰入金 1 億 545 万 4,000 円でございます。説明欄の 1、乳幼児
医療費分 246 万 4,000 円につきましては、県の乳幼児医療費助成事業運営強化補助金と同
額でございます。2 の国民健康保険特別会計財政支援分 1 億 299 万円につきましては、一
般会計からの財政支援分でございます。国民健康保険の特別会計の財源不足に対しまして、
22 年度から 24 年度までの間、不足額のおおむね 2 分の 1 を支援していただくというもの
でございますけれども、その平成 23 年度分として一般会計からの財政支援として繰り入れ
を行っていただくものでございます。 

次の 9 款繰入金、基金繰入金につきましては、財政調整基金の繰入金でございましたけれ
ども、繰入額がないため廃目となるものでございます。 

10 款 1 項 1 目療養給付費交付金繰越金、2 目その他の繰越金につきましては、それぞれ科
目設定でございます。 

○佐藤収納課⾧ 

11 款 1 項 1 目一般被保険者延滞金 100 万円につきましては、前年度同額で計上しており
ます。 

次のページをお願いいたします。 

2 目退職被保険者等延滞金につきましては、科目設定でございます。 

○大森国保年金課⾧ 

2 項 1 目市預金利子につきましても科目設定でございます。 

3 項雑入 1 目一般被保険者第三者納付金 200 万円は、前年度と同額で計上してございます。 

2 目退職被保険者等第三者納付金 50 万円、3 目一般被保険者返納金 10 万円につきまして
ても、前年度と同額で計上したものでございます。 



4 目退職被保険者等返納金、5 目雑入につきましては、それぞれ科目設定でございます。 

以上で説明を終わります。 

● 歳入歳出一括質疑 

○藤原委員⾧ 

これより歳入歳出一括質疑を行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

○深谷委員 

1 点。忘れてしまったんですが、一般会計からの繰り入れ 30％の分の 15％市民からで残り
の 15％の方を一般会計からの繰り入れというのは、ちょっと幾らだったのかという数字を
教えてもらいたいんですけれども、すみません。いいですか、繰り入れ。 

また、今 23 年度の予算ということでやっているんですが、24 年度以降もそういう形とし
て継続していかなければいけないものなのかなというふうに思うんですけれども、その辺
の見込みを教えてください。 

○大森国保年金課⾧ 

一般会計からの財政支援分の繰入金でございますけれども、歳入の 16 ページのその他一般
会計繰入金で 5 節でございますけれども、この説明欄の 2、国民健康保険特別会計財政支援
分 1 億 299 万円が 23 年度分の一般会計からの財政支援分の繰入金でございます。 

それで、24 年度についてはということでございますけれども、税率の改正のときにも御説
明申し上げましたけれども、24 年度につきましても財源不足分を繰り入れしていただく予
定になってございまして、24 年度の推計分としましては 1 億 7,961 万 3,000 円という予
定でございます。 

○深谷委員 

毎年多分一般会計からの繰り入れがふえていくのかなというふうに思うんですけれども、
ずっと出し続けて多賀城市の国民健康保険として運営していくおつもりなのか、それとも
やはりその打開策のようなもので 2 市 3 町の広域連合とまではいきませんが、事務組合の
ようなもので国保を運営していくというようなお考えは持っておられるのか、お伺いいた
します。 

○大森国保年金課⾧ 

今回 22 年度から 24 年度までの 3 年間の財源不足額の 2 分の 1 ということで繰り入れして
いただくということで税率改正等も行ってございます。25 年度以降につきましては、その
税率改正のときにも御説明申し上げましたけれども、国の方の新しい高齢者医療制度が 25
年度からということの予定になっておりまして、その新しい制度が国民健康保険の制度の
方にも大きく影響してくるということで、その制度の全体が見えないうちはちょっと今後
の見通しを立てることができませんので、24 年度までは不足分の 2 分の 1 を繰り入れして
いただくということで、あとは制度の全体が見えてきた段階でということになるかと思い
ます。 

○深谷委員 



すみません。じゃそこまでは要は国を信じて、とりあえずは待っていて行うというような
お考えだと思うんですが、やはりその国待っていても、結局、例えば後期高齢者医療制度
にときにもこういうあれではなかったというようなことを、たしか部⾧の御答弁であった
ような気がするんですが、やはり国の形、医療保険のその制度が見えてこないと地方とし
て動けない部分というのはあるのかとは思いますが、これからどうしても高齢者というこ
とで、こちらの医療費の水準はどんどんどんどん数字が上がってくるというのは目に見え
ている事実なのかなというところで、やはりもっと何か、待っているということも、待つ
ことが正しい選択なのかもしれませんが、と同時に、今後の医療というものを守るために
どういうふうに地域で考えていかなければいけないのかなというのを大きく考えていく時
期なのかなというふうに考えております。北海道の後志連合というんですかね、16 町村が
合併して広域連合をやっているんですけれども、やはりそういったところで大きな枠とし
てあるのは人件費の縮減の部分が図られるというような部分ですとか、税収、レセプトの
関係にしても一つの連合でできるということになれば、例えば 2 市 3 町という枠で考えた
ときに、おのおのにやっているようなレセプトに関しても、例えばそこの一括ということ
になれば歳出の削減にもつながるのかなというような策もそろそろ考えるべきではないか
なというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○内海保健福祉部⾧ 

御提案のありましたお話もそれは事務経費の削減という意味では効果があるかと思います。
ただ、今国保が抱えている問題というものは、そういったレベルをもうはるかに超えてい
る問題なんだろうというふうに思っております。したがいまして、22、23、24、24 年度
以降のその制度がどういった姿になるのかというふうなことが見えてきませんと、どんな
ような形をしてもこの問題は打開ができないんじゃないかというふうに思っております。
そもそもは社会保険の制度ですから、支え合いの仕組みなんですね。ですから、医者にか
かる人もかからない人も一定の仕組みの中でそれ相応の負担をしていただくというような
のが基本になるわけですけれども、だれがどういった形で負担をするのかというふうな部
分が全体としてこれ見えてきませんと、なかなか前に進んでいけないという問題ございま
す。 

いずれは 21 年度の決算の状況が全国レベルの話で出ているわけなんですけれども、国保財
政についてはかなりの赤字の団体が出てきていると。多賀城市と同じように一般財源から
繰り出しをして赤字部分を補てんをしているというふうな状況が生まれてきてます。一方
で、後期高齢者医療の側では、これは委員が広域連合の議会に出ておわかりかと思うんで
すけれども、これ全国押しなべて見まして黒字であるというふうな状況になっております。
もしかすると、そういった意味での財源のやりとりの問題がそういった部分に影響したの
かなということも一つはあります。ですから、今、後期高齢者医療のその法案自体がまだ
上がっていない状況の中で、なかなかそういった先々の状況を見通すということについて
は難しい問題がありますけれども、いずれそれらがはっきりした時点で再度皆さんの方に
もしっかりお知らせをした上で、今後の取り組みはどういうふうにあるべきなのかという
ふうなことについては議論をさせていただきたいというふうに思っております。 

○雨森委員 

15％を未来永劫することによって、滞納者がふえる可能性がありますね。その見込みとい
うのか、担当の方ではどのような感じですね、お伺いします。 

○佐藤収納課⾧ 

見込みと言われましても非常にこれは難しい問題でございますけれども、現在の国民健康
保険税の収納の各推移を見ますと、21 年度決算では現年度分で 87.87％ということで、あ



とは滞納繰越分で 14.95、全体では 67.89 ということで、年々、後期高齢制度に移ったと
いうこともありまして収納率は大分下がっております。今回の値上げに伴いまして、やは
り税負担ということを考えると、なかなか厳しい状況だというふうに判断しております。 

○雨森委員 

納められない人と納めない人ということなんですが、納めない人に対しての徴収のより強
化が求められると思うんですが、それに対してお考えいかがでしょうか。 

○佐藤収納課⾧ 

その辺の見きわめというものが非常に大事だと思います。それで、我々はまず滞納になら
ないように早期な対応というものが必要だと思いますし、まず、納められない人につきま
しては、我々は財産調査ですね、預金調査、給与、年金、そういった調査をあらゆる手段
でやっていく必要があると思います。そういった財産調査をした上で、まず成果早急に、
差し押さえとかそうした滞納処分することによって生活困窮に陥らないというような状況
であれば当然滞納処分というのをきっちりとやっていくということになろうかと思います。 

○藤原委員⾧ 

そのほかございませんか。 

○栁原委員 

今雨森委員からも質問ありましたけれども、15％の値上げで収納率に反映が下がるという
ことが予想されますけれども、今回の予算はこの収納率の下がる分は見込んだ予算になっ
ているんでしょうか。 

○大森国保年金課⾧ 

今回の予算につきましては、収納率、現年分で 91％ということで、これまでと同様の率を
見込んでございます。 

○栁原委員 

わかりました。ということは、大体滞納者数も昨年と同じぐらいで見込んでいるというこ
とでしょうか。 

○佐藤収納課⾧ 

昨年と同様な収納率の見込みですので、滞納者数についても同様でございます。 

○栁原委員 

昨年の 12 月のときの質疑だと滞納者数が現在 1,976 名、普通徴収世帯の 18％が払えない
ということだったんですけれども、この数字がふえるのか減るのかというのは、ちょっと
今どうでしょうか。 

○佐藤収納課⾧ 

23 年度につきましても、引き続き滞納整理をきっちりやっていきたいと。できるだけ収納
率の向上と滞納者を減らすという形で努力していきたいと考えております。 

○栁原委員 



この人数の中で 1,976 名の中で本当に払いたくても払えない人が何人いるのか、あるいは
払えるのに払わない人がいるかというのはわからないんですけれども、その辺のことを 12
月のときの質疑でもお聞きしたんですけれども、それは、それからこういう調査というの
はやられているのでしょうか。 

○佐藤収納課⾧ 

まず、この 1,900 人という数字は、これ現年の数字でございまして、まず滞納繰越分の数
字、これ年々、年を経過するごとにだんだん減っております。そういった形で、我々はそ
の調査というのは個人個人の調査になります。これは預金調査ですと本当に 2 カ月かかっ
たり、そういったこともありますので、そういった財産調査等については時間を費やすと
いうことになります。 

それで、全体的に納められないとかということについては、そういった財産調査をきっち
りしないと、なかなか判断できないので、具体に数字はここではお答えできません。 

○栁原委員 

財産調査をしてみないとわからないということだったんですけれども、そういう方に短期
証や資格証は、今年度も同じように発行するというお考えなんでしょうか。 

○佐藤収納課⾧ 

短期証とか資格証につきましては、これは滞納されている方につきましては、我々の方で
は呼び出しを行いまして、納税相談を行うように御案内を差し上げております。それで、
相談に来まして分割の納付とか、そういったお約束をしていただくとか、あとはそういっ
た生活状況についていろいろお尋ねするわけですけれども、そういった相談に来ていただ
ければ、基本的には 4 カ月証、あとは場合によっては 1 カ月証といったものをお出しして
おります。それで、そういった相談にも来ない方につきましては、やはり資格証という形
にならざるを得ないかと思っております。それで、資格証の方に対しても、我々は訪問を
して、できるだけ相談においでいただくように御案内しているところでございます。 

○栁原委員 

私は資格証や短期証を発行しても、収納率の向上にはつながらないという意見ですので、
これは発行しないようにしていただきたいという意見をまず述べておきたいと思います。 

次の質問なんですけれども、今回の国保の 4 月 1 日から値上がりするわけですけれども、
市民に対する周知徹底は、今どの程度進んでいるか、ちょっとお聞きします。 

○大森国保年金課⾧ 

12 月の議会で条例を承認していただきまして、23 年の 1 月号の広報紙から継続的に改正
内容であったり、あるいはその改正に至る理由、あるいはその医療費の状況、動向とか、
それから国保全体の財政の状況とかについて 1 月号、2 月号、3 月号と継続的に載せてきた
ような状況でございます。あと、4 月になりますと当然その加入者の方には納付書をお送り
するような形になりますので、その中でも国保だよりということで毎年一緒に同封してお
りますけれども、そういう中でも今回の制度の改正内容等、それからそれに至った理由等
についてもきっちり説明していきたいと考えております。 

○栁原委員 



私、市内を歩いてみて、国保が 4 月から上がるんだよという話をすると、まだびっくりさ
れる市民の方もいらっしゃるので、ぜひこの周知の方は十分お願いしたいと思います。 

次に、ことしから成年扶養控除が一部廃止になるということで負担増になる家庭もあるよ
うですけれども、その負担増の国保に対する影響というのは、どの程度あるかわかります
でしょうか。 

○大森国保年金課⾧ 

扶養控除の関係につきましては、国保税の算定上は入ってございませんので、直接影響は
ございません。 

○昌浦委員 

資料 8 の 32 ページなんですが、医療費通知だったでしょうか、ジェネリック医薬品のこと
も通知ということで御説明があったんですけれども、いわゆる新薬の特許期間が終了した
後に製造販売される、成分的には新薬と変わらないのがジェネリック医薬品なんですけれ
ども、医療費通知でいわば新薬と変わりないからジェネリック医薬品の方を使うようにと
いうふうな文言を入れた文書をお出しになるのかどうか。 

○大森国保年金課⾧ 

ジェネリック医薬品の差額通知ということで考えておりますけれども、ジェネリック医薬
品を使うとこのぐらい薬代がかからなくなりますよというお知らせでございます。ただ、
薬の使用につきましては市の方で積極的に話をできるものではございませんので、当然そ
の通知の中にはかかりつけの医者に相談してくださいということで、そういう記載もする
予定でございます。 

○昌浦委員 

確かにジェネリックだと、いわば新薬というのは開発費が薬価の中にかなり多くを占めて
おる部分があるんですよ。ですから、ジェネリックを使うと同じ成分で薬価に関してはか
なり低くなるんだというふうに承知しておるところなので、どういうふうな通知をするの
かなという、いわゆる医療行為とのかかわりをちょっと今お聞きしたんですけれども、場
合によっては、今はお薬を薬剤の方でこういうお薬を使ってますよというふうな、何てい
ったらいいんでしょうね、お知らせみたいなのが薬局の方からもらえるんですよね。です
から、医療にかかわる部分まで踏み込むのはなんなんでしょうけれども、このお薬を選ん
で使っていただきたいというような文言めいたものも、やはりこのように医療費が出費が
大変なときなので、そのような文言みたいなものも中に、微妙なんですけれども、織り込
んでお知らせをするというふうな考えでよろしいんでしょうか。 

○大森国保年金課⾧ 

その医療行為との関係もございまして積極的にこの薬を使いなさいという形には当然でき
ないんですけれども、この薬についてはジェネリックの医薬品があるので、こちらを使う
とこのぐらい節約になりますよということと、かかりつけの医者に相談していただいて、
そういうのでも大丈夫なんであればそちらをという形の通知内容も入れる予定でございま
す。 

○昌浦委員 



そのような回答をちょっとお聞きしたかったわけですよ。いわゆる自己負担分も軽減され
るんだということですよね、逆に言えば。ジェネリックを使うと、薬価の部分の。そうい
うところあたりも織り込んで御通知をいただきたいなと。これは要望にしておきます。 

○藤原委員⾧ 

そのほか質疑のある方はございますか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。この際、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御
異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

御異議なしと認めます。 

これより議案第 17 号 平成 23 年度多賀城市国民健康保険特別会計予算を起立により採決
いたします。 

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○藤原委員⾧ 

起立多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

休憩をいたします。再開は 11 時 10 分といたします。 

午前 11 時 00 分 休憩  

 
午前 11 時 10 分 開議 

○藤原委員⾧ 

議事を再開いたします。 

 ● 議案第 18 号 平成 23 年度多賀城市後期高齢者医療特別会計予算 

○藤原委員⾧ 

次に、議案第 18 号 平成 23 年度多賀城市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたしま
す。 

● 歳入歳出一括説明 

○藤原委員⾧ 



それでは歳入歳出一括説明を求めます。 

○大森国保年金課⾧ 

それでは、資料 8 の 50 ページをお願いいたします。 

初めに、歳出の方から御説明申し上げます。 

1 款 1 項 1 目一般管理費で 340 万 8,000 円は、後期高齢者医療事務に関する経費でござい
まして、事務補佐員 1 名分の人件費と、そのほかは経常経費でございます。こちらで 601
万円の減額となっておりますけれども、主なものとしましては、システムの保守管理業務
委託 22 年度予算で 519 万 7,000 円ととっていたものがございますけれども、全庁統合型
に移行したことによるものでございます。その他は事務経費の減でございます。 

2 項 1 目徴収費 173 万 2,000 円は、徴収事務に要する経費で経常経費でございます。50
万 9,000 円の減額については事務経費の減によるものでございます。 

2 款 1 項 1 目後期高齢者医療広域連合納付金 4 億 3,882 万 7,000 円でございます。 

この内訳でございますけれども、後期高齢者医療の保険料分として 3 億 7,508 万円、一般
会計からの繰入金で保険基盤安定繰入金分の 6,374 万 7,000 円の合計額になるものでござ
います。 

次のページをお願いいたします。 

3 款 1 項 1 目保険料還付金 100 万 1,000 円の計上でございます。その内訳といたしまして
は、過誤納還付金が 100 万円、還付加算金が 1,000 円の科目設定でございます。 

2 項 1 目他会計繰出金 1,000 円につきましては、科目設定でございます。 

4 款 1 項 1 目予備費 103 万 1,000 円でございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

同じ資料の 44 ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

1 款 1 項 1 目後期高齢者医療保険料 3 億 7,508 万円でございます。 

内訳としまして、1 節現年度分 3 億 7,374 万 3,000 円は収納率 98％を見込んだものでご
ざいます。2 節滞納繰越分 133 万 7,000 円は、収納率を 20％に見込んだものでございま
す。 

2 款 1 項 1 目督促手数料は 1 万円の計上でございます。 

次に、3 款 1 項 1 目一般会計事務費繰入金 615 万 8,000 円でございますが、これは歳出の
一般管理費、それから徴収費等に係るものでございますけれども、歳出の減に伴いまして、
昨年よりも減になっているものでございます。 

2 目保険基盤安定繰入金で 6,374 万 7,000 円は、被保険者の保険料の軽減分に係るもので
ございます。 

次のページをお願いいたします。 

4 款 1 項 1 目繰越金は科目設定でございます。 



5 款 1 項 1 目延滞金につきましても科目設定でございます。 

2 項 1 目保険料還付金、2 目還付加算金につきましては、歳出と同額の計上でございます。 

3 項 1 目預金利子につきましては、科目設定でございます。 

次のページをお願いいたします。 

4 項 1 目雑入につきましては科目設定でございます。 

以上で説明を終わります。 

○藤原委員⾧ 

以上で説明が終わりました。 

● 歳入歳出一括質疑 

○藤原委員⾧ 

これより歳入歳出一括質疑に入ります。 

○佐藤委員 

後期高齢と、あと前にやった国保のところでも言えるんですけれども、70 歳を超えた方の
医療費の 1 割と 3 割負担って、現役並みの収入と 1 割負担の方と出るというふうに思うん
ですけれども、この 1 割と 3 割の分かれ目は 145 万という税収がその水準になっていると
いうふうに思うんですが、145 万円未満でも諸控除差し引き前収入額が一定額未満の場合
には、それが申請すれば 1 割負担になるということなんですけれども、この扱いは本市で
はどうなっていますでしょうか。 

○大森国保年金課⾧ 

その取り扱いにつきましては、今委員お話しのとおりだと思います。 

あと、申請主義ということなんですけれども、本市の場合は所得等につきまして該当する
方が当然わかりますので、該当する方には申請してくださいということで申請の勧奨のお
知らせをしているような状況でございます。 

○佐藤委員 

申請勧奨のお知らせをして、それでそれをお知らせした方たちは皆そういう申請に来ると
いうことですかね。そうですね。そうすると、その恩恵を受けているということになりま
すよね。では、その後の扱いなんですけれども、今までそういう状況があることを知らな
いで 3 割負担をしばらくしていたというような人たちが 1割負担だったと気づいたときに、
既に支払ったというのは、それはどんなふうになっていますか。 

○大森国保年金課⾧ 

これまでのところは申請すると当然負担が低くなるわけでございますので、申請されない
方というのはちょっとケースとしてはなかったような記憶でございます。払ってしまった
場合は何ですかね、すみません。申請してないということであれば、その期間については
該当していないということになるかと思いますけれども。 

○佐藤委員 



わかりました。 

ちょっと調べたところによりますと、その 3 割の人が 1 割になる可能性があるという通知
をしない自治体も何か相当数あるというようなお話も聞きまして、ちょっと興味を持って
お話伺ったんですけれども、当市はきちんとその権利をお知らせしながら頑張っていると
いう点では大変よかったなというふうに思ってお聞きしておりました。ぜひそういう仕組
みをこれからも、国保だけの場面でなくて、すべての場面で縦横無尽に生かして、そして
市民の人たちに貢献していくというようなところをこれからも頑張っていっていただきた
いというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○藤原委員⾧ 

そのほか質疑ございますか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。この際、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御
異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

御異議なしと認めます。 

これより議案第 18 号 平成 23 年度多賀城市後期高齢者医療特別会計予算を起立により採
決いたします。 

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○藤原委員⾧ 

起立多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 ● 議案第 19 号 平成 23 年度多賀城市介護保険特別会計予算 

○藤原委員⾧ 

次に、議案第 19 号 平成 23 年度多賀城市介護保険特別会計予算を議題といたします。 

● 歳入歳出一括説明 

○藤原委員⾧ 

歳入歳出一括説明を求めます。 

○松岡介護福祉課⾧ 

それでは、介護保険特別会計について御説明をさせていただきます。 



平成 23 年度介護保険特別会計資料に基づきまして、予算編成に係る主要なものにつきまし
て、あらかじめ御説明を申し上げます。 

資料 9 の 49 ページをお開きいただきます。 

資料の前に平成 23 年度について申し上げますと、平成 21 年度からの 3 年間の第 4 期介護
保険事業計画の最終年度となります。要支援・要介護認定者の増加、地域密着型サービス
施設の開設等によりまして給付費の伸びが見込まれる中、平成 22 年度給付費実績見込みに
対しまして 9.1％の 29 億 400 万 9,000 円の給付費を計上しております。 

それでは、資料を説明させていただきます。 

49 ページ、初めに、保険給付費 1 の第 1 号被保険者数及び要介護・要支援者数につきまし
てでございますが、数値を次のページの 50 ページ、裏のページでございますが、そちらの
方にグラフにしてございますので、そちらで説明をさせていただきます。 

図 1 の高齢者数についてでございますが、平成 23 年度に 65 歳の第 1 号被保険者になられ
る方は、昭和 21 年、22 年生まれの方で、前年度より見込みで 198 人増の 1 万 1,696 人
でございまして、対前年度比 1.7％増となる見込みでございます。 

次に、図 2 の高齢者数の内訳ですが、65 歳以上 75 歳未満の前期高齢者数の見込みは、グ
レーの棒グラフで示しておりますが、前年度より 40 人減の 6,336 人で、前年度比は 0.6％
の減となっており、75 歳以上の後期高齢者は斜線で示しておりますが、前年度より 238 人
増の 5,360 人で、対前年度比では 4.6％の伸びになっております。 

図 3 の要介護・要支援者数につきましては、前年度より 78 人増の 1,731 人で、対前年度
比 4.7％の伸びを見込んでおります。図 1 の被保険者数の伸びよりも高くなっております理
由は、高齢者になるほど出現率が高くなるため、後期高齢者の伸びが影響しているものと
見込んでおります。 

恐れ入ります、前のページにお戻り願います。 

表 2 の介護給付状況でございます。 

要介護度別の利用状況をもとに各サービスの必要量から給付額を算出したものが（ア）の
居宅サービスから（ク）の特定入所者介護サービスまでの 23 年度当初給付見込額でござい
ます。22 年度途中、栄地区に定員 29 名の小規模特別養護老人ホームが開設されたこと等
によりまして、全体として前年度に比べて伸びております。 

（ア）の居宅サービスは、22 年度見込みから 1.7％の減を見込みまして 12 億 4,543 万
5,000 円でございます。 

（イ）の地域密着型サービスは、52.1％の伸びを見込みまして 4 億 9,013 万円でございま
す。これはただいま申し上げました小規模特別養護老人ホームの通年での開設に伴う伸び
が見込まれることによるものでございます。 

（ウ）の施設サービスは 10.1％の伸びを見込みまして 8 億 9,199 万 6,000 円でございま
す。 

（エ）の居宅サービス計画は5％の減を見込みまして1億3,068万8,000円でございます。 

（オ）の審査支払手数料は 6.2％の伸びを見込みまして 339 万円でございます。 

（カ）の高額サービスは 2.7％の伸びを見込みまして 3,823 万円でございます。 



（キ）の高額医療合算サービスは 100％の伸びを見込みまして 600 万円でございます。 

（ク）の特定入所者介護サービスは20.1％の伸びを見込みまして9,814万円でございます。 

介護給付費合計では 29 億 400 万 9,000 円で、前年度から 9.1％の増加となっております。 

なお、給付費合計の推移をグラフにあらわしたものを次の 50 ページの図 4 として掲載して
おります。 

次に、恐れ入ります、前の 49 ページにお戻りいただきます。 

49 ページの 3 の表、平成 23 年度給付費に対する負担割合ですが、各サービスごとの法定
負担割合と負担額は、表記のとおりでございます。 

何度も恐れ入ります。これもグラフにまとめておりますので、51 ページをごらんいただき
たいと思います。 

図 5 の平成 23 年度介護給付費予算額ですが、右上の方から市の負担は、給付費の 12.5％
となっております。県と国の負担は、サービスの種類により異なりますが、合計で給付費
の 32.5％となっております。 

国からの財政調整交付金は 3.2％を予定しております。国の標準は給付費の 5％でございま
すが、後期高齢者の割合や所得段階別の第 1 号被保険者の加入割合によりまして調整され
るものでございます。 

財政調整基金繰入金につきましては、給付費の 4.2％で、第 4 期介護保険保険料基準額の決
定の際に保険料の不足を補てんするために計画した市の介護保険財政調整基金からの繰入
金でございます。 

なお、繰り入れ後の基金残高は 2,303 万 5,626 円となる見込みでございます。 

65 歳未満の第 2 号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬基金から交付されるもので、給
付費の 30％となっております。 

65 歳以上の第 1 号被保険者の保険料は、給付費の 17.6％に当たります。それぞれの負担
額につきましてはグラフに掲載のとおりでございます。 

なお、図 6 につきましては、平成 22 年度の介護給付費見込みでございますので、説明は省
略をさせていただきます。 

続きまして、次の 52 ページ、地域支援事業費について説明させていただきます。 

表のつくりといたしまして、事業費 2 番目の 22 年度事業費は今年度の実績見込額、左の
23 年度事業費は予算額となっておりまして、予算額を申し上げます。 

1 の介護予防事業費の状況ですが、（ア）の特定高齢者施策事業費、23 年度からは 2 次予
防事業となりますが、1,547 万円でございます。（イ）の一般高齢者施策事業費、23 年度
からは 1 次予防事業となりますが、223 万 7,000 円でございます。介護予防事業費合計で
は 1,770 万 7,000 円で、対前年度費 22.3％の増額でございます。 

次に、2 の包括的支援事業、任意事業の状況ですが、包括的支援事業の法定負担につきまし
ては、介護保険事業計画で定める総介護給付見込額の 2％が限度額になっておりますが、23
年度の事業費につきましても限度額を超えておりますので、事業費を二段書きにさせてい



ただいております。上の段の括弧書きは総事業費で、下の段は法定負担対象額を表示して
ございます。ここでは上の段の総事業費で説明をさせていただきます。 

（ア）の職員人件費は 2 名分で 1,474 万 5,000 円、これは全額法定負担対象外でございま
す。 

（イ）の地域包括支援センター運営費は、地域包括支援センター業務委託料等、地域包括
支援センター管理運営に要する経費で 5,014 万 1,000 円でございます。 

（ウ）任意事業費は、おむつ支給事業、介護者教室開催事業、認知症サポーター養成講座
等の実施に係るもので、649 万 1,000 円でございます。包括的支援事業、任意事業費合計
では 7,137 万 7,000 円で、前年度比 3.7％の増額でございます。 

平成23年度介護予防事業費予算額の負担割合は図7のグラフに示すとおりでございまして、
市及び県がそれぞれ 12.5％、国が 25％、65 歳未満の第 2 号被保険者が 30％、65 歳以上
の第 1 号被保険者が 20％となっており、予算額は記載のとおりでございます。 

平成 23 年度包括的支援事業、任意事業費予算額の法定負担割合は図 8 のグラフに示したと
おりでございまして、市及び県がそれぞれ 20％、国が 40％、65 歳以上の第 1 号被保険者
が 20％となっており、65 歳未満の第 2 号被保険者の負担はございません。 

以上で資料の方の説明を終わらせていただきまして、予算事項別の方の歳出の方を御説明
をさせていただきますので、恐れ入りますが、資料 8 の 70 ページをお願いいたします。 

1 款 1 項 1 目一般管理費は 2 億 6,575 万 6,000 円で、前年度より 2 億 942 万 8,000 円の
増額でございます。 

主なものは、説明欄 1、介護基盤緊急整備特別対策事業 2 億 2,330 万 1,000 円及び説明欄
2、施設開設準備経費助成特別対策事業 2,875 万 6,000 円ですが、これは平成 22 年度に
募集をいたしました地域密着型サービス施設 3 施設、小規模特別養護老人ホーム、小規模
多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護施設グループホームに対する補助
金で、説明欄の 1 が施設の整備に対する補助金、説明欄 2 が施設開設に係る準備のための
経費に対する補助金でございます。2 種類の補助金の財源はすべて県補助金を充ててござい
ます。 

説明欄 3、介護保険庶務事務 851 万 8,000 円で、前年度比 515 万 3,000 円の増額ですが、
これは 24 年度から始まります第 5 期介護保険事業計画に係るパンフレットの印刷代、アン
ケート調査と関係経費の増額によるものでございます。 

説明欄 4、介護保険システム管理事業 518 万 5,000 円で、前年度比 779 万 9,000 円の減
額ですが、これは 22 年度に導入いたしました総合行政システムに係る経費の減額によるも
のでございます。 

次のページをお願いいたします。 

2 項 1 目賦課徴収費 301 万 2,000 円につきましては、説明欄 1、介護保険賦課徴収事業で
前年度同様の経常経費でございます。 

3 項 1 目介護認定審査会費 4,385 万 6,000 円の計上でございます。説明欄 1、認定審査会
に要する経費 3,188 万 5,000 円は、塩釜地区消防事務組合介護認定審査事務負担金が主な
ものでございます。説明欄 2、介護保険認定調査事業 1,197 万 1,000 円は、前年度比 394
万 2,000 円の増でございますが、これは認定調査件数の増加に伴い、非常勤の調査員 1 名
の任用に係る人件費及び調査業務の委託料増額によるものでございます。 



4 項 1 目運営協議会費 46 万 8,000 円につきましては、介護保険運営協議会委員報酬で 10
名の 6 回分の会議開催を見ております。 

次の 74 ページ、お願いいたします。 

2 款 1 項 1 目居宅介護サービス等給付費から、76 ページお願いいたします。76 ページの
中段、4 項 1 目特定入所者介護サービス等給付費までにつきましては、先ほどの資料で御説
明を申し上げましたので省略をさせていただきます。 

○紺野健康課⾧ 

76 ページ、一番下の欄でございます。 

3 款 1 項 1 目一時予防事業費で 223 万 7,000 円の計上でございます。説明欄 1 の一時予防
事業 216 万 2,000 円は、昨年度まで一般高齢者施策事業と称した事業で、介護保険法上の
1 号被保険者、65 歳以上の方ですが、及び介護予防サポーターが事業の対象でございます。
その主なものでございますが、次のページをお願いいたします。 

13 節委託料の 169 万 8,000 円で、水中ウォーキング事業、高齢者運動指導業務として健
康ストレッチ教室とノルディックウォーキング体験教室で、これらはスポーツクラブへの
委託を予定しております。このほか、第 7 期の介護予防サポーター育成講座の開催を予定
しております。前年度比で 72 万 7,000 円ほど増額でございますが、ノルディックウォー
キングの体験教室を 1 コースから 2 コースにふやしまして業務委託することによるもので
ございます。2 の多賀モリ会補助事業は、19 節の負担金、補助及び交付金で 7 万 5,000 円
でございます。介護予防サポーター養成講座の修了者で組織されております多賀モリ会の
活動補助金でございます。 

次に、2 目 2 次予防事業費で 1,547 万円の計上でございます。これは昨年度まで特定高齢
者施策事業と称した事業で、要介護状態になるおそれの高い 65 歳以上の方が対象でござい
ます。その主なもので、生活機能評価業務委託料 1,150 万 4,000 円は、2 次予防事業に該
当する方を把握しまして決定するための特定健診にあわせて行います生活機能チェックに
係る経費でございます。介護予防教室業務委託料 352 万 8,000 円は、2 次予防事業の対象
者に実施する事業でございますが、筋力アップ教室、一昨年までは転倒予防教室と申して
おりました。この教室と口腔・栄養教室を予定しております。前年度比で 142 万 2,000 円
ほど減額になっておりますが、生活機能チェックの受診者数を実績を踏まえまして 750 人
ほど少なく見込みましたこと、それから補正の審議の際にもお話しいたしましたが、業務
を委託することで会場使用料が減額になったことによるものでございます。 

○松岡介護福祉課⾧ 

続きまして、2 項 1 目包括的支援事業費から、次のページの 2 目任意事業費までにつきま
しても、先ほど資料で御説明申し上げましたとおりで、1 のおむつ支給事業から 5 の家族介
護慰労金支給事業に係る経費を見ております。事業の内容につきましては例年どおりでご
ざいますが、4 の成年後見事業につきまして、前年度比で 38 万 4,000 円増額となっており
ますが、市⾧申し立てにより選任されました成年後見人に対する報酬費用の助成分を見て
いるものでございます。22 年度に 1 件ございました。 

次のページをお願いいたします。 

4 款 1 項 1 目基金積立金は 9 万 4,000 円でございます。説明欄 1、介護保険事業財政調整
基金積立金 9 万 3,000 円につきましては元金及び利子積立金、2 の介護従事者処遇改善臨
時特例基金積立金 1,000 円につきましては利子積立金でございます。 



5 款 1 項 1 目利子 5,000 円につきましては、一時借り入れをした場合の償還利子でござい
ます。 

6 款 1 項 1 目第 1 号被保険者保険料還付金 85 万 1,000 円につきましては、転出、死亡等
による還付金及び還付加算金でございます。 

2 目償還金 16 万 7,000 円で、23 年度までの期限となっております介護従事者処遇改善臨
時特例交付金による現在の第 4 期介護保険事業計画に係るパンフレット作成費の執行残の
返還金が主なものでございます。 

次の 84 ページをお願いいたします。 

2 項 1 目他会計繰出金は科目設定でございます。 

7 款 1 項 1 目予備費は 569 万 7,000 円でございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

続きまして、歳入を説明させていただきますので、58 ページへお戻り願います。 

1 款 1 項 1 目第 1 号被保険者保険料は 5 億 2,560 万 9,000 円でございます。 

1 節現年度分 5 億 2,001 万 5,000 円は前年度から 755 万 8,000 円の増額で、被保険者数
の増加によるものでございます。 

2 節滞納繰越分は 559 万 4,000 円を見ております。 

2 款 1 項 1 目督促手数料は 8 万 8,000 円でございます。 

次の 3 款 1 項 1 目介護給付費負担金から、62 ページの 5 款 2 項 2 目地域支援事業交付金
（包括的支援事業、任意事業）までは、先ほどの資料で御説明申し上げました内容ですの
で、説明を省略させていただきます。 

また、次の 3 目及び 4 目の両補助金につきましては、歳出で説明をさせていただきました
地域密着型サービス 3 施設に対する補助金でございまして、3 目が施設開設に係る準備のた
めの経費に対する補助金、4 目が施設整備に対する補助金でございまして、それぞれ施設ご
とに記載の算定基礎によります補助金額交付の予定でございます。 

次のページをお願いいたします。 

5 款県支出金の財政安定化基金交付金につきましては廃目でございます。 

6 款 1 項 1 目利子及び配当金 9 万円につきましては、介護保険事業財政調整基金及び介護
従事者処遇改善臨時特例基金の利子でございます。 

7 款 1 項 1 目一般会計繰入金は 4 億 5,872 万 9,000 円で、前年度比 3,758 万 2,000 円の
増額でございます。 

1 節から 3 節までは給付費に係る市の負担分で、先ほど資料で御説明させていただきました
ので、こちらも省略させていただきます。 

4 節その他の繰入金は 8,240 万 7,000 円でございます。 

説明欄 1 の職員給与費等繰入金は 1,576 万 3,000 円の計上でございます。 



2 の事務費繰入金 6,664 万 4,000 円につきましては、前年度比 397 万 3,000 円の増額で、
歳出で申し上げました一般管理費のうち介護保険庶務事務費、システム管理事業費等に対
するものでございます。 

次の 66 ページをお願いいたします。 

2 項 1 目介護保険事業財政調整基金繰入金及び 2 目介護従事者処遇改善特例基金繰入金に
つきましては、介護給付費等への繰入金でございますが、2 目介護従事者処遇改善特例基金
は、平成 23 年度で精算となる基金でありまして、歳出で御説明申し上げました国への償還
金となる残額を繰り入れるものでございます。 

8 款 1 項 1 目繰越金から、次のページ、9 款 3 項 2 目返納金までは科目設定でございます。 

3 目雑入につきましては、認知症サポーター養成講座の受講者に係る教材・テキスト代実費
分、1 冊 100 円の 200 人分を見ております。 

以上が歳入でございます。 

次に、債務負担行為について御説明申し上げますので、恐れ入りますが、資料 4 の 19 ペー
ジをお願いいたします。 

第 2 表債務負担行為でございますが、認定調査業務に使用いたします自動車 1 台分の借上
料といたしまして設定いたすものでございます。期間は平成 24 年度から 28 年度までで、
限度額につきましては 108 万 3,000 円でございます。 

以上をもちまして平成 23 年度介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 

● 歳入歳出一括質疑 

○藤原委員⾧ 

これより歳入歳出一括質疑を行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

○佐藤委員 

81 ページです。二つお聞きいたします。 

介護福祉のおむつ支給事業のところでちょっとお金が減らされているんですけれども、こ
れは皆さんおむつが要らない人がふえたというか、健康な人がふえたというんだか、どう
いう要因を。 

○松岡介護福祉課⾧ 

おむつ支給事業につきましては、在宅の方で常時失禁状態ということでおむつの支給を支
援するということでございますが、支給の要件といたしましては 3 カ月を超えて入院され
た場合、それから特別養護老人ホーム、あるいは養護老人ホームの施設に入られた場合に
ついては、支給の対象でなくなるということでございまして、今の実績状況等々を踏まえ
まして推計した結果でございます。 

○佐藤委員 

回数も減ったんですよね、一時期に比べると。おむつの支給回数というか、利用できる状
況が悪くなったというか、減ったというか、そういう声があったものですから、どういう



要因で、そうすると施設に入所したり、そういう人たちがふえてきたということなんです
か、中身は。 

○松岡介護福祉課⾧ 

一因としましては、そういうこともあろうかと思います。 

○佐藤委員 

前は結構支給していただいてたのにと。このごろ減ってきてるんですというような方もい
らっしゃるものですから、在宅で減らされている人たちの声があるものですから、ちょっ
とお聞きしたんですけれども、必要な人には援助できるような仕組みをずっと保っていっ
ていただきたいなという思いでお聞きをいたしました、おむつの支給です。いいんですか、
何かありますか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

支給の対象者の方への、今のお話ですと、枚数とかそういったものというのは要件として
は変わってございません。 

なお、おむつといいましても今いろんなタイプがございまして、例えばリハビリ型であっ
たりとか、あるいはフラット型であったりとか、あるいはワイド、大きいのとか、利用者
の方の状況に応じてそういった数種類のおむつを準備しまして、利用者の方の使い勝手の
いいような形で支給をさせていただいている状況でございます。 

（震度 4、11 秒後、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0） 

○藤原委員⾧ 

おさまりましたので続けます。 

○佐藤委員 

すみません。何かあやふやな状況を質問しまして。何かそういう話がちょこちょこ聞かれ
たものですから確認をしました。失礼があったらお許しください。 

もう一つです。包括支援センターの中身でお聞きをいたします。 

今、ちょっとこの間、私こういう経験をしたんですが、ある方が相談に来られまして、そ
のお宅に私も行きましていろいろお話を聞いていたら、包括のところと連絡をとらなきゃ
ならないことになりまして電話をしました。そうしたら、その電話がつながったんですけ
れどもお話が通じないのでよく確認したらば、こちらは塩竈ですという話だったんですね。
そして、ええって言ったのね。2 時過ぎ、3 時前だったと思いますけれども、何で塩竈につ
ながったのって言ったらば、東部包括支援センターが人がいなくなるから塩竈につながり
ましたというお話でした。それでびっくりしたんです。私の用件はそんなに緊急を要する
ことではなかったんですけれども、もしかしたらとても緊急を要するような話のこともあ
るかと思うんですね。そういうときに塩竈だから状況わかりませんから戻ってきたら電話
させますという状況だったんです。それで、その包括支援センターの役割務まるのって聞
いたんですけれども、塩竈の人に怒ってもしようがないので、そこでとどめたんですけれ
ども、そういう 4 人、東部包括センターには 4 人いるそうです。ちょっと状況をお聞きし
ますと、西部には 3 名、中央地域には 4 名、東部には 4 名いて、それぞれ西部では 3,186
人の高齢者がいる、中央地区には 4,038 人の高齢者がいる、東部には 4,294 人の高齢者が
いるという中で 1 人 1,000 人ぐらいずつ持っていらっしゃるんですね。やっぱり考えてみ



れば大変なわけですよ。そういう中でどこかに行っちゃったときによそに電話をセットす
るように回しておくというようなことをすることが果たしていいのかどうかということも
含めて、人数をもっと現実的に支援センターの人たちがちゃんと緻密に回れるような人数
にしておくべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

お話の件の地域包括センターでございますが、平成 19 年度から 3 地域包括という形でスタ
ートしております。それで、国の基準では高齢者の数がおおむね 3,000 人以上から 6,000
人未満の場合につきましては 3 職種、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員それぞれ 1
名、3 名という国の基準がございまして、本市におきましても 3 名体制でスタートしており
ましたけれども、平成 22 年度から、やはり国の基準の幅が大きいこと、それから高齢者の
数の推移を見まして、今現在 4,000 人を超えております中央と東部につきましては、国の
基準にさらに 1 名プラスしまして 4 名体制とお話がございましたような形で運営をしてお
るところでございます。 

それで、お話の件につきまして、やはりどうしても訪問、先方の日程の都合、時間等に合
わせて、どうしても留守番的に置きたいのはやまやまなんですけれども、やはり利用者の
方の御要望に応じて、一時的にそういう状況があることも事実でございます。今現在、国
の方でも業務のさらなる円滑化ということで見直しをしているというような情報もちょっ
と入ってきておりますので、今基準を 1 名増にして、それぞれ東部、中央を実施しておる
こと、そういったことも踏まえまして、22 年度から 1 名増にしておりますので、状況を見
てまいりたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○佐藤委員 

東部地域の今 4 人いる人は、何だっけ、1 人どこかでやめるという話で、その後の補充はち
ゃんとつけられるんでしょうか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

今現在、3 包括それぞれ皆委託をしておりますけれども、今お話ございましたように、1 名、
2 月いっぱいをもちまして退職ということでございますが、当然委託先の方で後任者を早急
に選任いたしまして、4 人体制に復帰できるような形で今進んでおります。 

○佐藤委員 

電話、よそに回って役に立たなかったことも含めて、やっぱり高齢者、相手が高齢者です
から急ぐわけですよ、事態の解決を。そういうときにいつ来るかわからないけれども、こ
っちから連絡させますでは、支援センターの役を果たさないというふうに思うんですね。
ですから、国が基準を見直しているというお話もありましたけれども、見直しって言って
なかった。言ったよね。言わない。はいどうぞ。 

○松岡介護福祉課⾧ 

恐れ入ります。国が基準を見直しておりますのは、その人数ではなくて、包括支援センタ
ーの業務の内容を今いろいろ見直しをして、ちょっと例えばスリム化を図るとか、別な形
の業務をということで、人数の基準ではございません。 

○佐藤委員 

だったら、もっとだめじゃん。スリム化を図られたら困るんです。やっぱり高齢者が必要
なときにすぐ駆けつけてくれるような施設で、そういう対応でないと、本当にやきもきす



るわけですよ。ですから、そういう見直しではうまくないんだね。とにかくちゃんと高齢
者が必要なときに駆けつけてこられるようなシステム、あるいは仕組みをつくっていくべ
きだというふうに思いますので、ここのところで介護保険課で声を出していくしかないん
だと思いますけれども、ぜひそういう実態をきちんと伝えていきながら、しかるべき、要
するに 1 人 1,000 人も見るなんていうのは大変だと思うんですね。4 人いて、その人も留
守番もできないというような状況ですから、そういう状況を急いで解決すべきだというの
が私の意見です。そういう状況を解決するためには国に意見を上げていくということも必
要であると思いますので、今後こういうことのないように対処をよろしくお願いをいたし
ます。 

○藤原委員⾧ 

答弁は。（「どうぞ」の声あり） 

○松岡介護福祉課⾧ 

大変説明がちょっと申しわけございません、舌足らずで。国の方が今見直しておりますの
は、いろんなその包括の業務を少し整理をして、やっぱりもう少し専念できる形に、何て
いうんでしょう、そういう意味でのスリム化ということでございまして、いろいろ膨らん
できた業務をちょっと整理をするということの見直しでございます。 

あと、今お話しの件につきましては、やはりお問い合わせ等ございますので、なるべく円
滑にいく形で見てまいりたいと思います。 

○藤原委員⾧ 

じゃ地震について報告いただきます。 

○澁谷総務部⾧ 

ただいま地震あったことについて、今わかっている状況だけをちょっと報告させていただ
きたいと思います。 

震源の部分については、ちょっとまだわかってないようですけれども、宮城、ここの場合
ですと……三陸沖震源ということなそうです。それで、宮城北部ですと 5 弱、宮城中部で
すと 4、ここ宮城中部の方になっているようなんですけれども、一応 4 ということで、そし
て多賀城の震度なんですけれども、市民活動サポートセンターの方に設置してある震度計
からいくと、2 というふうになっている。あそこの場合、比較的安定している部分、どちら
かというと山の部分なものだからという部分があるのかなとは思っております。 

それで、津波なんですけれども、津波につきましては一応、津波注意報が発令されている
ということで、大体到達、仙台港ですと 12 時 50 分ごろに到達予定ということで、予想潮
位なんですけれども、おおむね大体 50 センチぐらいというようなことです。ただ若干干満
の関係がありますので、ちょっとその辺まではわかりませんけれども、到達時刻が 12 時
50 分ごろ予定で、大体高さは 50 センチぐらいの津波になるんではないだろうかというよ
うなことでございます。今現在わかっている情報としてはそのようになっております。以
上でございます。 

○藤原委員⾧ 

質疑を続行します。 

○中村委員 



資料の 79 ページ、13 節、上の方ですね、水中ウォーキング事業委託料ってあるんですけ
れども、13 節委託料で高齢者運動指導業務委託料、この 103 万円計上されてますが、中身
はどういう契約内容になっているんでしょうか。 

○藤原委員⾧ 

さっき説明したんですけれども、何がわからなかったんですか。 

○中村委員 

これ丸投げ、スポーツクラブに全部委託してどうやるかはスポーツクラブに任せてありま
すというのかどうか。それで、この間も私発言しましたけれども、ノルディックウォーキ
ングの場合にはポールの準備する必要があるんですよね。水中ウォーキングだったらその
ままでいいんですけれども、そういう面はどうなっているのか、ちょっとお聞きしたかっ
たんです。 

○紺野健康課⾧ 

高齢者運動指導業務委託料 103 万円につきましては、中身は、今お話がありました健康ス
トレッチ教室とノルディックウォーキング教室でございます。この二つにつきましては、
市民スポーツクラブの方に全面的に委託を予定しております。今ノルディックのポールの
お話ございましたけれども、そういったものの準備その他につきましても、23 年度は全面
委託ということでスポーツクラブの方の担当の方に一切お願いをするということで予定し
ております。 

○阿部委員 

78、79 ページの包括支援事業に関連してですが、先般の市⾧の所信表明に対する質問の中
で、一つは、包括支援センターの現状を市⾧が確認した方がいいんではないでしょうかと
いうことが一つ。それからもう一つは、利用しやすいような状態になってないようですよ
というようなことをたしか質問したんじゃなかったかと思うんですが、一つ目につきまし
て西部の理事⾧にお伺いしましたら、市⾧早速来てくれましたよと、こう言ってましたか
らね。早速足を運んでくれたと。市⾧、さすが現場主義だと、このように……、いや率直
に申し上げているんですが、それにつきまして市⾧の訪問した、感じたところ、どういう
ふうに感じたのか、その辺ちょっとお聞かせください。 

○菊地市⾧ 

ちょっとやっぱりわかりにくいというか、阿部委員おっしゃったように、余り何ていうん
ですか、いい感じは受けなかったということは否めない事実じゃないかなというふうに受
け取りました。ですから、改められるものは改めなくちゃいけないかなというふうな思い
はして帰ってまいった次第でございます。 

○阿部委員 

市⾧、思ったことを実現できるような、していただくように期待をしたいと思います。 

二つ目につきまして、これいつか読売新聞だったと思いますが、せっかくのこの事業が高
齢者によく知れ渡っていないということは、十分に利用されていない。これは松岡課⾧も、
その新聞、たしか切り抜いておりましたね。勉強をしっかりしておりましたよ。私それ確
認しております。それで、私やっぱり申し上げたいのは、私のように後期高齢者でも目も
はっきり見えるし、足も丈夫だし、どこまでも行けますから、いいんですよ。しかし、私
のように元気のいいのは余りいないんじゃないかと思いますね。ですから、そういった後



期高齢者の立場に立ってこれはやっぱり整備しなきゃいかんだろうと、こういうふうに思
います。例えば市の社協のところにあるあれ見てもそうでしょう。包括支援センター、中
央ですか、中央地区包括支援センター、でかい看板掲げてある。書いてありますよ。しか
し、高齢者が何のことかわかりませんよね、あれね。私はわかりますよね。ほかの一般高
齢者はわからないと思うよ。何のこと書いてるのか。 

それから、市役所に入っていく。入りづらいでしょう。事務所に行く。それも入りづらい
でしょう。中に入ったら事務所狭い。相談室あるか。ないんですよ。私いつか行きました
ら、相談室どこにあるのって言ったら、理事⾧室あるんだと、こう言うんですよ。それじ
ゃ行ってみようかと。理事⾧いるんです、そこにね。行けないですよ。私はよく知ってる
から、ああいいわって言っていろいろ話してきましたけれども、ほかの話までしてきまし
たけれども、高橋、西部地区もやっぱり同じなんですね。利用しづらいような状況にある
んです。その辺は恐らく市⾧もよくごらんになってそうだなあと思ったんじゃないかと思
うんですね。この辺をひとつよくこれから、せっかくの事業ですから、本当に、何回も言
いますが、高齢者の立場になって、利用しやすいところにいろいろ工夫していただきたい
と、看板から始めてね。それを申し上げて、終わります。 

○藤原委員⾧ 

回答は要らないですか。（「回答は松岡課⾧、何かあります」の声あり） 

○松岡介護福祉課⾧ 

場所的な問題につきましては、阿部委員の方からお話いただいておりますので、既存の建
物でございますので、極力雰囲気的にも御利用いただけるような雰囲気、職員もそのよう
に心がけてておりますし、お知らせといいますか、周知につきましても、各自分の所管の
担当の方に自分たちのチラシをつくりまして、職員の顔写真を入れたりとか、あるいは気
安く声をかけていただけるように情報の提供ということで、何回かに分けてチラシなどを
作成しながらお知らせをしている状況でございますので、引き続き今後とも御利用いただ
きやすいようにしてまいりたいと思います。 

○藤原委員⾧ 

そのほか質疑がある方は。 

ここで昼の休憩に入ります。再開は午後 1 時といたします。 

午後 0 時 03 分 休憩  

 
午後 1 時 00 分 開議 

○藤原委員⾧ 

それでは、午後の議事を再開いたします。 

○栁原委員 

まず、資料 9 の方の 49 ページの介護給付状況（図 4）の過去の居宅サービスと A の居宅サ
ービス計画が前年度伸び率で減少しているんですけれども、この原因というのは、わかり
ましたら教えてください。 

○松岡介護福祉課⾧ 



図 4 の居宅サービス計画費の方でございますが、22 年度の実績の方、居宅サービスも伸び
ておりまして、この図の比較につきましては 22 年度見込みと、それから 23 年度当初を比
較したものでございまして、居宅サービス費の利用費自体は伸びてきておりますが、実績、
22 年度のその年のものなのか、あるいは傾向的にこれからなのかということでございまし
て、対前年度比では 22、23 では伸びた予算組みをしてございますが、実績ベースで見ます
と下がっている形でございますが、居宅費自体は伸びている状況でございます。 

○栁原委員 

それがたまたまこういう数字になったのかどうかというのは、例えば利用している人数が
少なくなったとか、認定の仕方が変わって少なくなったとかということではないんですか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

23 年度におきまして施設等の開設もございますので、そういったことを勘案、あるいは今
申し上げましたように当初予算比較では増という状況でございまして、居宅費自体は伸び
ているという状況でございます 

○栁原委員 

次の質問です。先ほどから包括支援センターの職員が抱えている高齢者の数が多過ぎて回
り切れないんじゃないかという意見が出されているんですけれども、包括支援センターが
始まったころは中学校区に 1 戸というような基準が以前はあったようなふうに記憶してい
るんですが、それから考えますと、市内、特に東部地域にもう一カ所包括支援センターが
あってもいいのではないかなと思うんですが、そういうことが部内で話題になったりとか、
検討されたということはあるんでしょうか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

先ほど佐藤委員の御質問にもお答えした際に御説明いたしましたが、平成 19 年度から 3 地
域の包括センター体制ということでスタートしておりまして、おおむね東部、中部、西部
と高齢者の人口をおおむね均等といいますか、そういった形で見ておりましたけれども、
高齢者の人数につきましても、必ずしも皆さんが体調の悪い方ばかりでもございません。
ただ、高齢者の方々いろいろ抱える不安ということもございますが、そういった状況で体
制、地域、市域の割合、それから高齢者の人口の割合を見て 3 体制ということでございま
して、ふやすということについては今のところ議論はございません。 

○栁原委員 

これから市内でも高齢者人口が伸びていく傾向にあるということなので、これは将来的な
課題として支援センターをふやすことも検討していただけたらなと。これは要望にしてお
きます。 

○板橋委員 

介護保険全般にわたってちょっとお聞きしたいんですが、厚生労働省が在宅介護サービス
の支給限度額を超えて介護保険を使っている人の利用サービスの内容が、記されているケ
アプランの 9 割に見直す余地があると厚生労働省で公表しているんですが、その件に関し
て詳しくお聞きいたします。 

○藤原委員⾧ 

とりあえず答えられるんであれば。 



○松岡介護福祉課⾧ 

今その報告、ちょっと手元にございませんので、日ごろそういったサービス、給付等につ
いてのかかわることについてちょっとお話をさせていただければ、やはり利用者の方々に
対して適正なサービスのプランがつくられ、適正な……。（「委員⾧」の声あり） 

○板橋委員 

それ手元にないんだったらいいです。 

これは 2 月 8 日の河北新報の記事です。それで、厚生労働省は、ケアマネジャーが作成し
た計画が適切かどうか、より詳しく実態を調べる必要があるとして慎重な姿勢を示してい
る。調査では、市町村でケアプラン作成を指導する看護師ら専門家 4 人が昨年 3 月の延べ
200 人分を点検、見直す余地があるとした計画のうち、提供するサービスが多過ぎると不
足しているとの指摘がそれぞれ半分あったと。こういうふうなことは担当課、所管で掌握
されているのが筋じゃないかと思うんですが、その件に関して部⾧から現況をお聞きした
いと思います。 

○内海保健福祉部⾧ 

そのような指摘もあるわけですけれども、ケアプランについての点検については介護福祉
課の方で点検をしておるということでございます。 

○板橋委員 

そういうふうにして国の機関でそういうことを調べたことに対して公表されているという
ことに対して、2 市 3 町でケアプラン等調べておられますよね。その介護保険に対しての委
託されているのが広域の組合事務消防組合ですよね、違いましたっけ。 

○松岡介護福祉課⾧ 

ケアプランにつきましては、それぞれのケアマネジャーが作成をしまして、その内容の点
検はそれぞれの市町村で行っております。 

○板橋委員 

それに関して厚労省が問題があるんじゃないかという提起されているんですよね。今の私、
記事のことをそのように解釈しているんだけれども、だから、そういうふうにしてやって
いることに対して多賀城市はどのように今対応しているんですかということをお聞きして
いるんですよ。 

○内海保健福祉部⾧ 

先ほどもお答えしましたように、それは確かに厚労省でそういうふうな見方をしたという
ことについては、日本全体についてそのようなとらえ方をしているということだと思いま
す。その結果として、全体調査をしたわけではないでしょうから部分抽出でサンプル調査
をしたところでそういうふうな形のものがあったということだと思います。多賀城市にお
きましては、先ほど申し上げましたように、いわゆるケアプランの点検については多賀城
市の中でやっておるということでございます。 

先ほど 2 市 3 町云々の話が出ましたけれども、これは介護の度合いの認定の業務について
は塩釜地区消防組合でやっているということでございます。 

○板橋委員 



その介護の認定の度合いを認定されているということは、全体的なことでしょう。全般的
にわかることでしょう。それに対して多賀城市の方で所管されている分に対して、私が今
言ったことに対して何ら問題がないんですかと。それに対して、今後調査してみるとか、
精査してみるとか、そういうふうな対策を講じるということは考えているのかいないのか。
その辺までやっぱり私がちょっと質問したことに対してそのぐらいまでお答えしてもらう
のが筋じゃないかと思うんですよ。1 から 10 まで全部こうやれ、これこういうわけでこう
ですから、こういうことに対してどう思うんですかと言ったとしたって、時と場合によっ
ては御答弁できない場合あるでしょう。それはお互いそれをずんずん詰めていって、そし
て最終的に対応こういうふうな形で対応していくとか、いろいろあると思うんですよ。私
言っていること矛盾してますかね。（「質問の中身がわからない」の声あり）質問の中身
が悪い。（「わからないんです」の声あり）わからないんだったらいいですよ、これ。も
う一回言いますよ。 

○藤原委員⾧ 

座ってください。（「総務部⾧、よく議運に来て言ってますが、この件に関してどう思う
んですか」の声あり） 

○内海保健福祉部⾧ 

いわゆる介護認定審査の話をお尋ねがあるのか、ケアプランについての点検結果について
の実態がどうなのかというふうな御質問なのか、いずれをお尋ねなのかというふうなこと
がわからないんでございます。 

○板橋委員 

わかりました。結局、厚生労働省でこういうふうな形で見解を指摘してきたことに対して、
今現在、多賀城市としてはどのように対応されているのか。今後こういうことがあったと
いうことに対して、どのように前向きに検討して問題がないようにしていくのか。要は、
今介護保険制度というのは 3 年に一度ずつ改正になってきて、今まで 1 週間に 2 日サービ
スを受けていた人が、制度改正、保険料が高くなった。あと自己負担が高くなってきてい
るので、上がってきているので、1 週間に 1 日しかそういうところでサービスを受けられな
い。これが実態じゃないですか。それに対して、ケアプランの作成に対して厚生労働省が
疑問があるということで全国的に提示されていることじゃないですか、今言ったの。（「わ
かりました」の声あり） 

○藤原委員⾧ 

ケアプランだと。 

○松岡介護福祉課⾧ 

お尋ねの件につきまして、厚生労働省の方でそのような確認をした、調査をしたというこ
との実態が明らかになったわけですので、これまでもしっかりとケアプランについての点
検はやってきてございますけれども、そういった事実が全国的にあるということがはっき
りしたということでございますので、なお一層その意味で点検をしっかりとやってまいり
たいというふうに思います。 

○板橋委員 

私より前に御質問した方で支援包括センターだのの今私が聞いていることと整合性はない
ですか。ありますと思いますか。結局、なかなか対応し切れないでいるということは、こ



れにある程度幾らか半分裏づけになってこない。一連の介護保険制度に対しての仕事、作
業の流れと一緒でないですか、違います。 

○松岡介護福祉課⾧ 

包括センターのお話もございましたけれども、基本的にはケアプランにつきましてはケア
マネジャーが作成をいたします。そういった内容について委員御指摘の点、厚労省のお話
につきましては本人に合ったケアプランを作成されてない場面があるということで、部⾧
が答えましたように私の方も点検をしているという状況で、直接包括センターの業務とし
ての分の大きなウエートということはございません。 

○板橋委員 

多賀城市のこの特別会計・一般会計全般からすると、介護医療費が増大しているというこ
とに対して、多賀城市の財政に対して負担が重くのしかかってきているか、まだまだ余裕
があるか、その辺ちょっとお聞きします。 

○松岡介護福祉課⾧ 

お話ございましたように介護保険の給付につきましては国、県、それから市町村、それか
ら支払基金ということで負担割合に基づいて投入される形、繰り入れされる形になります。
第4期の介護保険計画における22年度のベースで見込みを見ますと、計画では26億6,344
万 7,000 円、計画に対する 22 年度の実績見込みですと 26 億 6,252 万 9,000 円、計画に
対しまして 99.96％となっている状況でございます。給付費が伸びれば、当然お話ござい
ましたように一般会計からの繰り入れも多くなることになりますので、その点では負担は
大きくなるものと思います。 

○板橋委員 

一般会計からの繰り入れが負担が大きくなるというのはわかるの。多賀城市全体の予算か
らした場合に何らまだまだ余裕あるのか、介護保険の方に、特別会計の方に繰り入れして
いる分。相当もう大分足かせになってきているのか、その辺をお聞きしているんです。こ
れは介護福祉課⾧じゃなく、財政全般だから公室になるんじゃないですか、違います。 

○内海保健福祉部⾧ 

介護保険制度が始まって、例えば同じ保険の制度で動かしている制度があるわけですけれ
ども、例えば国保と大きく違う点は、いわゆる不足部分を一般財源で補うということにつ
いて明確に法律の中で禁止をされているということでございます。したがいまして、当然
その給付額がふえれば、いわゆる市町村分の持ち分というのは当然それに比例してふえて
いくことにはなりますけれども、結局は最終的に今のその負担割合それぞれが変わらなけ
れば、あるいは自己負担額が変わらなければ、全体としては保険料が上がっていくという
仕組みになっております。ですから、この辺をしっかりとらえた上で事業運営をしていく
ということが介護保険事業にとっては非常に大切なことであるということでございます。 

○板橋委員 

多賀城の財政事情は、介護保険の特別会計の方に繰り入れが多くなったとしても、まだま
だ余裕あるということですか。仙台市の予算案でもって介護医療費増足かせという記事出
てるんですよ。介護医療費がふえてきているので財源的に厳しくなってきているという記
事じゃないですか。そのことを聞いているんですよ。だから、一般会計の方で全然その辺
がまだまだ余裕あるんですかって聞いているんです。 



○萱場市⾧公室⾧補佐（財政経営担当） 

お答え申し上げます。 

介護保険特別会計の繰り出しについては、先日お示しさせていただきました中期見通しの
方で取り扱わさせていただいておりました。そちら方は確かに負担としては大きいもので
ありますけれども、現時点におきましてはその介護保険計画の範囲の中での負担というこ
とで認識しておりますので、現時点ではそれほどまだ大きくなってないのかなと、その範
囲の中におさまっているので特に問題ないのかなというふうには認識しております。 

○板橋委員 

その中期見通しだって何年後でしたっけ、財政調整基金が枯渇するの。それ考えたらば厳
しいということを一言言ってもらえば、何もまた聞きませんよ、これ何回も。余裕あるん
ですか、多賀城で、ね。（「板橋委員」の声あり）わかります。要は制度改正で保険料が
上がっていけば、それでスライドするからそんなに負担ないと思うんでしょう、言ってる
んでしょう。 

○藤原委員⾧ 

今の答弁はそうなんですけれども、私が板橋委員にお願いしたいのは、一応一般会計の全
体の財政状況の問題については一般会計の中で既に議論済みなので、それを終わったもの
として介護保険の仕組みの中での議論に限定をしていただきたいなというふうに思うんで
すけれども、いかがですかね。 

○板橋委員 

委員⾧ね、こういうふうにして新聞記事にある程度出ているんですよ、仙台市の予算で介
護医療費増で足かせになっているって。多賀城はまだまだ大丈夫なのかということを聞い
ているんですよ。 

○藤原委員⾧ 

じゃ、納得されてないようですから、再度公室⾧に。 

○板橋委員 

歳入に関してだって、ことしの。繰入金、去年より増、多くなっているでしょう、これ、
予算で。そういうふうにして年々上がってきていることに対して、まだまだ大丈夫なんで
しょうかと、そういうことです。 

○菅野市⾧公室⾧ 

この介護保険も含めまして生活保護費等でありますとか、いわゆる扶助費全般が右肩上が
りの予想が立てられてございまして、これに対しましては非常な危機感を抱いております。
ただ、これは国全体の一つの制度の中での運用でございますので、一地方自治体が、今こ
の制度全体の見直しもきちんと国全体で議論していく時期にそろそろ差しかかっているの
ではないだろうかというふうな考えを持ってございます。 

○板橋委員 

わかりました、国全体ね。だから、そこでもって、これ最終的に仙台市の予算のことに関
してだって、生活費を切り詰めることで来年に回せるお金を少しでも生み出し、自己破産、
財政再建団体への転落はしないように努めたいと、こういうふうな形で一つの全体のこと



で見えてきているんですから、今、介護保険制度特別会計ではわかります。それ全体、多
賀城市の根幹にちゃんと触れていることでしょう。それを聞いているんですよ。だから、
市⾧公室⾧がもう少し早くそれを言ってもらえば、何も何回も 3 回も聞かないんですよ、
ね、保健福祉部⾧。疑われると思います。以上でやめます。 

○根本委員 

資料 71 ページの介護基盤緊急整備特別対策事業ということで、補助金、地域密着型の特養
ホームですね、それから小規模多機能グループホーム、23 年度に建設をするということで
すね。これは先ほど言いましたけれども、第 4 期計画の 23 年度、23 年は最終年度になっ
ているということで、先ほどもお話あったんですけれども、施設の面では計画どおりに順
調に進んできたと、このように見てよろしいんですか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

お話の件でございますが、22 年度に募集をいたしました 3 施設につきましては、この 71
ページの表で言いますと 2 番目の小規模多機能とグループホームについては応募がござい
ましたが、小規模特別養護老人ホームについては応募がございませんでした。そういった
点では現段階では二つについては応募がありまして選定をいたしましたので、今後着工に
向けての準備でございますが、そういう点ではおおむね計画どおりという形でございます、
現時点では。 

○根本委員 

そうすると、特養ホームの方はもう一つ、1 施設が必要だということになって応募がなかっ
たということなので、23 年度中も応募するんですか。それとももう計画が間に合わないか
ら次の第 5 期計画になるということですか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

ただいまの件につきましては、まず二つの選定が今終わりまして準備を進めているところ
でございまして、今後につきましては、ちょっとこれから検討ということの状況でござい
ます。 

○根本委員 

恐らくこれは本年度中に建設されて事業がスタートをするということになるので、本年度
の予算の中にはこの介護給付費は含まれていないと。恐らくこの施設の入所したり多機能
に通所したり、そういう新たな給付の面というのは 24 年度以降になるということですね。
そういうことを考えたときに、23 年度の予算で一つの特養ホームができて 2 億ちょっとぐ
らいの給付費が伸びたと先ほど説明がありました。このグループホームと小規模多機能が
できることによって24年度も予算はそれなりの上積みをしなくちゃいけないと。負担割合、
先ほどもお話がありましたけれども、市と県と国の半分が負担割合があって保険料をどう
しても上げなきゃいけないという、そういう場面になっていくのではないかと思うんです
が、これから恐らく第 5 期計画を策定していくと思うんですけれども、そういう市民の皆
さんに介護保険料の負担をどうするのかと、そういう見通しは、財政も非常に厳しい状況
になってますからね、どういう見通しでいらっしゃいますか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

今、根本委員からお話ございましたように、給付に対する保険料という形になりますので、
お話ございましたように、そういった施設の開設状況等々を踏まえまして給付費に反映さ



れるのがいつ、そういったものも見据えること、それから、これまでの第 4 期の進捗状況、
それからここ数年の各サービスごとの伸びの状況等を見ながら、これから精査をしていか
なくてはならないということで、ここ 6 年間、2 期の分据え置いて保険料きておりますので、
そういったあたりを踏まえて十分お知らせをしていかなくちゃいけないというふうに考え
ております。 

○竹谷委員 

今、根本委員の質問で特養については応募がなかったということですが、応募がないとい
うことは、どういうような原因があるのか、その辺については調査されておりますか。 

○松岡介護福祉課⾧ 

小規模特別養護老人ホームにつきましては、先ほどの説明の中で 1 カ所、22 年度中に開設
をしたところがございますが、近隣のところの状況をちょっと聞いた場合にも、やはり応
募なかなかなかったという状況も聞いております。我々担当者として推測かと思うんです
けれども、やはり採算性の問題であったりとか、やっぱりそのあたりが大きいのかなとい
うふうにちょっと感じてはおります。直接これというものはちょっと特定はできませんけ
れども。 

○竹谷委員 

やはりこういうことをちょっと調査をして、制度的に問題があるのであれば制度を変えな
がら、必要な施設だからこういうことをやろうとしているわけですから、そういうことを
きちっとある意味では精査をして、そして制度改正なりのことに着手をしていかなければ
幾ら県からの補助金来て、やろうやろうと言ってもできていかない。結果的には必要でな
い施設ならいいんですけれども、必要だからこういう対策をやっているわけですから。そ
ういう面では私は調査して、こういう原因があると。それで、こういう原因を解決するに
はこうしておかないと問題があるということをきちんと私は、多少は時間がかかると思い
ますけれども、早い時期にそういうことをやっておくことが大事じゃないかと思うんです
けれども、いかがでしょうか。 

○内海保健福祉部⾧ 

確かに原因がどうであるかということについての把握はまだ十分行っておらないというこ
とでございますが、ただいま申し上げましたように、やはり規模のメリットといいますか、
ここの分野にも多分そういったものが働いているんだろうというふうに思っております。
29 床までということになりますので、小規模多機能ということになりますと。ですから、
やはり全国展開がなされているような施設については一定の規模を伴った形での展開がな
されておるということでございます。ただ、そうなりますと、小規模多機能の場合ですと
多賀城市民の利用ということになりますけれども、それ以外の方々の利用もそこの中でや
っていくというふうな形になります。この辺との違いを整理できれば、必要な施設を確保
するというふうな方向での取り組みはできるような感じはしております。 

○竹谷委員 

これはグループホームとは次元が違うとは思いますけれども、グループホームに対しては
物すごく応募があったというふうに聞いているんですよ。グループホームにはそれだけの
ものがあったのに特養ではないということは、そこに何らかの、今部⾧がおっしゃったよ
うな問題もあるでしょう。何らかの原因があるんじゃないかということをある程度調査を
して理解をしておかないと、幾らこういうものを政策で打ち出しても、その実現が生まれ
てこないんじゃないかというような気がするものですから、もしそれであれば多賀城でこ



れを使わないでグループホームをもうちょっとふやしてやるとか、いろいろなこともある
と思うので。物すごく応募があって 1 社だけ、片方は全然応募がなかったというんであれ
ば、そこにどういう問題があるのかということを私は調査をして課題をつくり上げて、そ
の解決のために必要であれば県なり、必要であれば皆さん方の政策の中で解決していく方
法をつくるべきじゃないのかというふうに思いますので、これは回答いいですから、そう
いうことを私は踏まえてこういう問題は取り組んだ方がよろしいんじゃないかと。県から
補助金あるからやるじゃなく、そういう点もきちっと研究をして進めることが大事じゃな
いかというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○藤原委員⾧ 

そのほか質疑ございますか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。この際、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御
異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

御異議なしと認めます。 

これより議案第 19 号 平成 23 年度多賀城市介護保険特別会計予算を起立により採決いた
します。 

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○藤原委員⾧ 

起立多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 ● 議案第 20 号 平成 23 年度多賀城市下水道事業特別会計予算 

○藤原委員⾧ 

次に、議案第 20 号 平成 23 年度多賀城市下水道事業特別会計予算を議題といたします。 

● 歳入歳出一括説明 

○藤原委員⾧ 

歳入歳出一括説明を求めます。 

○江口下水道課⾧ 

それでは、平成 23 年度下水道特別会計について御説明申し上げます。 



資料 8 の 101 ページをお開き願いたいと思います。 

1 款 1 項 1 目一般管理費でございます。9,018 万 7,000 円の計上でございます。 

初めに、説明欄の下水道課関係ですが、1 の下水道事業庶務事務につきましては 229 万
5,000 円の計上で、これにつきましては下水道事業全般にわたる経常経費でございます。 

続きまして、1 款 2 項 1 目雨水管理費で 2 億 8,612 万 7,000 円の計上でございます。 

初めに、こちらの説明欄、下水道課の分の 1 の雨水施設管理庶務事務でございますが、こ
ちらにつきましては雨水施設管理に係る経常経費となっております。 

次のページをお願いいたします。 

説明欄 2 の雨水管路維持管理事業でございますが、こちらにつきましては 6,554 万 4,000
円でございます。こちらにつきましては暫定ポンプ場、高崎除じん機の設備点検等業務、
雨水幹線等の清掃並びに除草等の業務を行う経費でございます。 

続いて、3 の雨水ポンプ施設維持管理事業でございます。こちらは 1 億 4,196 万 5,000 円
ですが、こちらにつきましては中央ポンプ場を含む五つのポンプ場の設備点検等、また各
ポンプ場の経常的な経費でございます。 

続いて、4 の仙台市雨水排水施設維持管理負担金でございますが、こちらにつきましては仙
台市中野雨水ポンプ場の維持管理費用の負担で、覚書に基づいて計上しております。ちな
みに、23 年度の維持管理費用につきましては 3,469 万 7,000 円となっており、多賀城市
の負担割合は 58.5％の 2,029 万 8,000 円ということになっております。 

続いて、5 の八幡雨水幹線板柵修繕事業でございますが、こちらにつきましては 3,550 万
円でございます。今年度の整備延⾧は 355 メートルを予定しております。 

続いて、6 の中央雨水ポンプ場⾧寿命化対策事業で 1,199 万円でございますが、こちらに
つきましては中央ポンプ場施設と機械設備や電気設備の老朽化に伴っての予防保全的な管
理と計画的な改築を進めるべく⾧寿命化計画を策定するものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

1款3項1目賦課徴収費でございますが、こちらは7,263万8,000円の計上でございます。 

説明欄の下水道課関係の 1、下水道使用料徴収事業で徴収事業に係る経常経費でございます。 

13 節の委託料で塩竈水道事業会計へ委託している塩竈給水区分の下水道使用料徴収事務委
託料と多賀城市の水道事業会計へ委託している当市給水区分の下水道使用料徴収事務等委
託料で、塩竈給水区分で 3 万 600 件、多賀城市給水区分で 23 万 4,753 件、合わせて 26
万 5,353 件を予算計上をいたしております。 

次に、2 の下水道事業受益者分担金・負担金徴収事業でございますが、14 万 1,000 円です
が、これは経常経費でございます。 

続いて、2 目汚水管理費でございます。こちらは 3 億 3,164 万 6,000 円の計上でございま
す。 

次のページをお願いいたします。 



初めに、説明欄の下水道課関係の 1、汚水施設管理庶務事務でございます。こちらは 3,055
万 3,000 円ですが、こちらにつきましては消費税及び地方消費税と経常経費ということに
なってございます。 

消費税関係の詳細につきましては、議案関係資料の9の59ページに掲載しておりますので、
御参照願いたいと思います。 

続いて、2 の下水道接続促進事業で 25 万 8,000 円ですが、こちらにつきましては経常経費
でございます。 

3 の排水設備等審査業務 92 万 3,000 円ですが、排水設備の申請受け付けに係る経常経費と
いうことになっております。 

続いて、4 の汚水管渠維持管理事業で 3,515 万 2,000 円ですが、こちらにつきましては汚
水管の清掃や調査、補修業務等を行うものでございます。 

5 の汚水ポンプ施設維持管理事業で 756 万 9,000 円ですが、こちらにつきましては市内 12
カ所に設置してある汚水の中継ポンプ場の清掃や設備点検等業務を行うものでございます。 

それから、6 の汚水処理負担金でございます。こちらは 2 億 4,816 万 2,000 円ですが、こ
ちらにつきましては相互流入負担金と仙塩流域下水道維持管理負担金でございます。 

次のページをお願いいたします。 

次のページの説明欄の一番上でございますが、相互流入負担金は、本市に隣接する仙台、
塩竈、七ケ浜に汚水が流出するもので、総排水量を 20 万 9,000 立米を見込んでおります。 

次に、仙塩流域下水道維持管理負担金につきましては、汚水量を 731 万 1,000 立米見込ん
で計上しております。 

続いて、3 目水質規制費で 1,069 万 9,000 円の計上でございます。 

説明欄の下水道課 1 の水質規制事業で 317 万 7,000 円ですが、水質検査業務に係る経費で
ございます。この水質検査につきましては、流域下水道へ流入する下水の水質検査 18 地点
と特定事業所等の水質検査 33 地点を今年度は予定しております。 

続いて、2 款 1 項 1 目公共下水道建設費でございます。こちらにつきましては 3 億 9,634
万円の計上でございます。 

なお、こちらの工事箇所、工事種別、工事概要につきましては、資料 9 の 57 ページに一覧
と 58 ページに市内の図に場所を示したものを掲載しております。参考にしていただければ
と思います。 

それでは、説明欄の下水道課ですが、こちらにつきましては、初めに 1 から 4 までの事業、
浸水対策事業ですが、総額で 2 億 4,891 万円を計上しております。 

まず、1 番目の高橋雨水幹線整備事業でございますが、2 億 1,414 万円ですが、こちらに
つきましては 13 節で JR への設計業務等委託、それから 15 節での国道 45 号から JR 仙石
線までの延⾧ 100 メートルの工事と、それから公有財産購入、水路敷の購入、それから工
事に伴う物件移転補償等、これらを計上しております。 

次に、2 の六貫田雨水枝線整備事業でございますが、こちらについては 3,057 万円を計上
しております。こちらにつきましては仙台臨海鉄道から西側に向かって約 150 メートルの
工事と物件移転補償費ということになっております。 



続いて、次のページをお願いしたいと思います。 

説明欄 3、中央雨水枝線整備事業と、その下の説明欄 4 の伝上山雨水枝線整備事業につきま
しては、おのおの 210 万円ですが、こちらにつきましては駅前の区画整理連立関連で JR
仙石線をまたぐ雨水枝線の設計業務を早目に委託をして、事業を進めていきたいと考えて
おります。 

それから、説明欄の 5 と 6 につきましては、地震対策事業として総額 7,287 万円を計上し
ております。 

初めに、5 の中央雨水ポンプ場地震対策事業で 6,477 万円ですが、こちらにつきましては、
昨年度 22 年度、耐震診断に基づく耐震設計業務とそれに伴う工事、補強工事を予定してお
ります。 

続いて、6 の八幡雨水ポンプ場地震対策事業でございますが、こちらにつきましては 810
万円で、こちらは 21 年度に策定をいたしました多賀城市の下水道総合地震対策計画に基づ
いて耐震診断を予定しております。 

続いて、7 の雨水施設建設事業（単独）でございます。こちらにつきましては 279 万円で
ございますが、雨水施設建設に係る経常経費と工事費をこの中で計上しております。 

続いて、下から 3 行目の 8 の仙台市西原雨水ポンプ場建設事業負担金でございますが、
3,750 万円です。こちらにつきましては西原雨水ポンプ場を仙台市の方で 26 年度完成予定
として整備しておりますが、これの多賀城市の整備負担割合 3.2％となっております。 

続いて、一番下、9 の汚水枝線整備事業（単独起債）で 3,347 万円を計上しております。 

次のページをお願いいたします。 

こちらは工事費で 22 年度の第 4 号補正の際にもお話をさせていただきましたが、市川地区
の汚水管布設事業と、それから市内 12 カ所予定でございますが、汚水ますの設置を予定し
てございます。 

続いて、10、汚水施設建設事業（単独）でございます。こちら 80 万円でございますが、こ
れは経常経費となってございます。 

続いて、2 目仙塩流域下水道建設費でございます。1,411 万 9,000 円ですが、こちらにつ
きましては仙塩流域下水道建設事業負担金で、本年度、23 年度、仙塩流域下水道の建設事
業費総額 3 億 4,730 万円に対する本市の負担金でございます。 

続いて、3 款 1 項 1 目公債費でございます。19 億 9,843 万 5,000 円を計上してございま
す。昨年と比較して 545 万 7,000 円の減額となっております。 

説明欄 1 の雨水事業元金償還事業で 6 億 5,541 万 3,000 円でございますが、こちらにつき
ましては前年と比較しますと 1,727 万 5,000 円の増額となっております。 

2 の雨水事業利息支払事業で 3 億 3,335 万 9,000 円ですが、こちらにつきましては 1,147
万 2,000 円の減額になってございます。こちらにつきましては雨水事業分についての総額
3 億 3,182 万 9,000 円ですが、一時借入金利子について 153 万円も計上してございます。 

3 の汚水事業の元金償還事業で 6 億 9,943 万 6,000 円ですが、こちらにつきましては 743
万 8,000 円の増額となってございます。 



続いて、4 の汚水事業利息支払事業で 3 億 1,022 万 7,000 円ですが、こちらにつきまして
は 1,869 万 8,000 円の減額となってございます。こちらについても一時借入金として 153
万円を計上してございます。 

次のページをお願いいたします。 

4 款 1 項 1 目予備費で 480 万 9,000 円を計上しております。 

続いて、議会関係資料の 4 の 23 ページをお願いいたします。 

第 2 表債務負担行為でございます。 

水洗便所改造資金利子補給と水洗便所改造資金損失補償、期間は利子補給が 24 年度から
27 年度、損失補償については 23 年度から 27 年度ということで、契約利率に相当する額、
これの当該未償還額の 1 割に相当する額ということでこちらに記載してございます。 

次に、歳入について御説明を申し上げます。 

資料 8 の 93 ページをお願いいたします。 

1 款 1 項 1 目下水道事業受益者分担金でございます。17 万 6,000 円の計上でございます。 

説明欄 1 の下水道事業受益者分担金で、本年度は 2 筆の 2,658.07 平方メートルを計上し
てございます。 

2 節の滞納繰り越しについては 1,000 円の科目設定となってございます。 

それから、1 款 2 項 1 目下水道事業受益者負担金でございますが、163 万 9,000 円の計上
でございます。こちらにつきましては 70 筆の 3 万 4,678.27 平米を計上してございます。 

2 節の滞納繰越分につきましては科目設定でございます。 

2 款 1 項 1 目下水道使用料で 8 億 961 万 5,000 円でございます。 

こちらの 1 節使用料、説明欄の 1、下水道使用料で、多賀城市給水区分につきましては総有
収水量を 588 万 5,000 立米と見込み、収入で 7 億 4,474 万 2,000 円、塩竈市給水区分に
つきましては、総有収水量を 53 万 4,000 立米と見込み、収入で 6,153 万 7,000 円を見込
んでございます。合計 8 億 627 万 9,000 円を計上しております。 

続いて、2 節の滞納繰越分でございますが、22 年度末に見込まれる未納額を見込み、333
万 6,000 円を計上してございます。 

次のページをお願いいたします。 

2 款 2 項 1 目総務手数料で 35 万 1,000 円でございます。 

1 節総務手数料で 35 万円でございますが、こちらは排水設備計画確認手数料、排水設備検
査手数料それぞれ 350 件を見込み、1 件当たり 500 円でございますので 17 万 5,000 円ず
つのトータル 35 万円を見込んでございます。 

次に、2 節の督促手数料につきましては科目設定でございます。 

続いて、3 款 1 項 1 目下水道事業国庫補助金でございます。 

1 節の社会資本整備総合交付金でございますが、こちらにつきましては浸水対策事業、地震
対策事業、⾧寿命化対策事業に分かれてございます。 



まず、1 の公共下水道事業の浸水対策事業分でございますが、1 億 2,260 万円の計上で、
高橋雨水幹線整備、それから六貫田雨水枝線整備、中央雨水枝線整備、伝上山雨水枝線整
備にそれぞれ金額を配分してございます。 

2 の地震対策事業分でございますが、こちらにつきましては 3,580 万円の計上で、こちら
は中央雨水ポンプ場の地震対策事業と、八幡雨水ポンプ場の地震対策事業の 2 件を計上し
ております。 

続いて、3 の公共下水道事業の⾧寿命化対策事業分でございますが、こちらにつきましては
589 万 5,000 円の計上で、中央雨水ポンプ場の⾧寿命化対策事業 1 件を計上してございま
す。 

これら浸水対策、地震対策、⾧寿命化対策に係る補助率でございますが、それぞれ事業費
の 2 分の 1 となってございます。 

続いて、4 款 1 項 1 目財産貸付収入でございます。244 万 3,000 円を計上しております。
こちらにつきましては土地の貸付収入で雨水施設や管路敷等の民間事業者への貸し付けに
よる使用料でございます。 

次のページをお願いいたします。 

5 款 1 項 1 目一般会計繰入金でございます。13 億 9,912 万円ですが、前年度と比較します
と 3,673 万 5,000 円の減額でございます。 

説明欄 1 の一般会計繰入金の雨水事業分の内訳といたしましては、雨水事業分で 10 億
7,596 万 1,000 円、前年度比較で 2,277 万 4,000 円がふえております。汚水事業分では 3
億 2,315 万 9,000 円、前年度比較で 5,950 万 9,000 円の減額となっております。 

続いて、6 款 1 項 1 目繰越金並びに 7 款 1 項 1 目延滞金と 2 目加算金につきましては、そ
れぞれ科目設定でございます。 

7 款 2 項 1 目雑入でございます。こちらにつきましては 155 万 8,000 円でございます。 

1 節雑入の 1、相互利用負担金（流入）でございますが、155 万 7,000 円の計上でござい
ます。こちらにつきましては流入量を 4 万 7,190 立米を見込んで積算をしております。 

次のページをお願いいたします。 

説明欄 2、水洗便所改造資金融資未償還金につきましては科目設定となっております。 

8 款 1 項 1 目下水道事業債でございます。こちらにつきましては 8 億 2,580 万円を計上し
ております。 

1 節公共下水道事業債のうち 2 億 4,250 万円ですが、説明欄の 1、単独事業債につきまし
ては 7,230 万円の計上で、汚水枝線整備事業（単独起債分）と仙台市西原雨水ポンプ場建
設事業負担金をこちらに計上しております。 

説明欄 2 の交付金事業債でございますが、こちらは 1 億 7,020 万円を計上しております。
こちらにつきましては高橋雨水幹線整備事業（浸水対策分）、続いて六貫田雨水枝線整備
事業、中央雨水枝線整備事業、伝上山雨水枝線整備事業と中央雨水ポンプ場地震対策事業
分を計上しております。 

続いて、2 節の流域下水道事業債でございますが、こちらにつきましては 1,170 万円の計
上で、仙塩流域下水道建設事業負担金に係るものを計上しております。 



3 節資本費平準化債につきましては 4 億 7,920 万円の計上でございます。 

4 節下水道事業債特別措置分でございますが、こちらにつきましては 9,240 万円の計上と
なっております。 

続いて、一番下の県事業委託金でございますが、こちらにつきましては廃目となってござ
います。 

続いて、予算資料の 4、24 ページをお願いいたします。 

第 3 表地方債でございます。 

公共下水道事業で限度額 2 億 4,250 万円、仙塩流域下水道事業で 1,170 万円、続いて、資
本費平準化債で 4 億 7,920 万円、下水道事業債（特別措置分）で 9,240 万円、限度額合計
で 8 億 2,580 万円の借り入れを見込むものであります。 

なお、起債の方法、利率、償還方法につきましては、それぞれ記載のとおりとなっており
ます。 

以上で歳出歳入の詳細についての説明を終わりにいたします。 

続いて、資料 9 の 53 ページをお願いいたします。 

53 ページから 56 ページまでに資料を掲載しておりますので、資料の説明をさせていただ
きます。 

53ページにつきましては下水道事業特別会計に係る平成23年度と22年度の比較対照資料
を作成いたしました。歳入では 6,950 万円の増、歳出でも同額ということになってござい
ます。 

続いて、54 ページの資料でございますが、こちらにつきましては下水道事業費の総額に係
る雨水事業及び汚水事業別の歳出配分と、並びに汚水事業費歳出配分とその歳入内訳につ
いて図式化したものでございます。 

続いて、55 ページをお願いいたします。 

こちらにつきましては下水道事業の元利償還金の雨水・汚水の内訳と、それに対する財源
の内訳が22年度当初予算と比べどう変化したのかということを示した表となってございま
す。 

一番上の表の合計欄でございますが、23年度当初予算の元利償還金が合計欄で19 億9,843
万 5,000 円、これを賄う財源といたしましては使用料で 3 億 6,584 万 9,000 円、平準化
債が 4 億 7,920 万円、特別措置分で 9,240 万円、受益者負担金・分担金でございますが、
181 万 5,000 円、結果として一般会計からの繰入金は、22 年度当初に比べて 407 万 5,000
円少ない 10 億 5,917 万 1,000 円というふうになってございます。 

次の 56 ページをお願いいたします。 

こちら A4 の横⾧になっておりますが、こちらにつきましては 21 年度から平成 23 年度末
までの下水道事業債残高の詳細という資料となってございますので、参照願えればと思い
ます。 

以上で説明を終わります。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 



去る 2 月 21 日、補正予算特別委員会において下水道使用料と水道料金の増額幅について藤
原委員から質問があり、後日説明させていただくことにしておりましたが、この場をおか
りしまして御回答申し上げたいと思います。 

下水道使用料は上水道事業から示される有収水量をもとに積算しております。当初予算計
上に当たっては、過去 5 年間の上水道有収水量に対する下水道有収水量の割合、これはい
わゆる水洗化率に近い考えでございますが、この割合を乗じて算出いたしました。その当
初予算の割合は 91.4％でございました。今回 2 月補正に当たって最終の補正になることか
ら、より正確な決算見込額を算出するため、実態に即した 22 年度の割合 94.5％に見直し
いたしました。この結果、同じ比率で同額になる水道料金と下水道使用料の上げ幅に差異
が生じることになりました。 

以上で説明を終わります。 

○藤原委員⾧ 

ただいまから 2 時 15 分まで休憩といたします。 

午後 2 時 05 分 休憩  

 
午後 2 時 15 分 開議 

○藤原委員⾧ 

議事を再開いたします。 

● 歳入歳出一括質疑 

○藤原委員⾧ 

説明が終わりましたので、これより歳入歳出一括質疑を行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

○深谷委員 

私から 2 点お伺いさせていただきます。 

補正のときにも確認させてもらったんですが、再度確認させていただきたいと思います。 

高橋の雨水幹線の整備、平成 25 年完成をめどに努力されているとは思うんですが、多々い
ろいろなさまざまな協議があって、なかなか進行がスムーズにいかないという部分も察し
はいたしますが、やはり地域住民の方のお気持ちを察しますと、やはり計画どおりいくこ
とが地域にとっての安全・安心かなと。そして、隣接するあの地区の工業団地化というこ
とも含めまして、やはりあそこの整備というのはもう大切なことかなと思いますので、現
在、あれからの進捗状況といってもないと思いますので、ちゃんと 25 年度までにでき上が
るというその決意のほどをばしっと決めてほしいんですが、よろしくお願いします。 

○江口下水道課⾧ 

今委員のおっしゃられるとおり、鋭意頑張ってまいりたいと、このように考えております。
よろしくお願いします。 

○深谷委員 



よろしくお願いいたします。 

と同時に、あそこが 25 年度に完成しますと、高橋地区の特養わきの遊水池ですか、あそこ、
そろそろはっきり遊水池なのか公園なのか、その辺も、一応都市計画上は公園というふう
にはなっているとは思うんですけれども、今は遊水池として下水道の管理でやられている
ということなんですが、どっちなんでしょうか。 

そして、遊水池は都市計画上、公園の用地としてとってあるものなんですよね。それをち
ょっとその辺もう具体的にどうなのかという部分、それから、あそこ 25 年、高橋の雨水幹
線の整備が終わると、あそこの部分も必要ないということで本会議で御答弁いただいたと
いうことも補正のときにも申し上げましたが、その辺も再確認したいと思いますので、御
答弁よろしくお願いします。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 

御質問の場所については、都市計画法上は近隣公園ということで位置づけされております。 

質問にもありましたとおり、高橋雨水幹線、25 年度末までに完了するように今事業を進め
ているところですが、それが終わりましたらば、公園として整備する予定になっておりま
す。 

○深谷委員 

それと同時に、もう一つ、さまざまな議員からもお話あったんですが、あそこは水が流れ
ないと。遊水池としての機能を有していないというような事実は確認しておりますでしょ
うか。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 

確かにそういうこともあったやに聞いてますけれども、23 年度になりましてから若干手を
加えまして水が流れ出さないような構造に手直ししております。すみません、22 年度です
ね。 

○深谷委員 

水が流れないからこそ地域の方々からもたまってないのに遊水池ってどういうことだとい
うような私も突っ込みを受けるわけですし、やはり 25 年ということを本当にめどにやって
いただけるよう鋭意努力していただきたいんですが、あそこに関しては 25 年から整備をす
るに当たっても、今現段階で試掘というものは可能かなというふうに思いますので、あそ
こ発掘が必要ですよね。その部分で一本柳でやったような試掘調査のようなものをしてい
れば、25 年度からすぐにできるのかなというふうに思いますので、部分的にそういったこ
とを進めていくことは可能でしょうか。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 

その件につきましては、まだ文化財課の方と調整してませんので、今後調整していきたい
と思います。 

○深谷委員 

じゃその辺調整していただいて、25 年度からの整備がより一層早く進むように高橋雨水幹
線の例えば JR との協議と同じように、文化財の方とも同じ庁内ですので、そういった協議
はスムーズにいくと思いますので、ぜひあそこの試掘を進めて 25 年からはもうすぐ整備で



きるような形で進めていただければなというふうに思いますので、教育⾧の御協力もどう
ぞよろしくお願いいたします。 

○栁原委員 

同じく、高橋地区の浸水対策に関連してなんですけれども、庚田排水路工事中なんですが、
これは今年度中に終わるのか、それとも 23 年度までかかるのか、ちょっとお聞きします。 

○永澤市民経済部⾧ 

今年度中に終了する予定でございます。 

○栁原委員 

高橋雨水幹線の整備が設計だけであと 1 年かかるという説明だったんですが、そうすると、
ことしの高橋地区の住民は庚田排水路が完成すれば、幾らか浸水に関しては安心していい
のかどうか、ちょっとお聞きします。 

○江口下水道課⾧ 

庚田の排水路が完成した場合は、ある程度水のはけがとれますので、安心感は以前より増
すかと思います。 

○栁原委員 

一日も早く高橋地区の住民が安心できるように引き続きよろしくお願いします。 

もう一点、先ほどの上水道と下水道の補正のときの見込みの差額、御説明ありましたが、
これは下水道部の方の見込みが少なかった、それから下水道部の方に原因があって差が大
きくなったというふうに理解していいのでしょうか。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 

下水道部の方は水道事業所から提供される有収水量をもとにして積算するわけですけれど
も、下水道分を積算する段階で有収水量の割合の比率は、当初はやっぱり当初予算組む段
階で余り過大に積算した場合に事務に支障が来るからちょっと辛目に積算したと。今回の
最終の補正については実態に即した割合を掛けたということでございます。ですから、原
因は下水道側にございます。 

○藤原委員⾧ 

そのほかございますか。 

○竹谷委員 

一般会計の繰出金が 13 億あるわけですけれども、これは今先ほど質問ありました高橋雨水
幹線の工事状況によっては、この程度の金額は毎年一般会計から出していかなきゃいけな
いという状況にあるというふうに認識してよろしいのか。 

○江口下水道課⾧ 

これまでの一般会計繰入金の金額、決算ベースで見ますと、やはりこのくらいの金額につ
いては繰り出しをお願いをしたい、うちの方では繰入金をお願いをしたいというふうに考
えております。 



○竹谷委員 

わかりました。そうであると、25 年度までこれだけの 13 億から 14 億の金は繰り出してい
かなければいけないという、それで、この高橋雨水幹線だけに限ってでもこのぐらいのも
のを出していかなきゃいけないということですから、財政としてはそれを見込んだ財政計
画をつくっていかなければいけないということになってくると思いますけれども、その辺
はいかがでしょうか。 

○菅野市⾧公室⾧ 

今のことにつきましてでございますけれども、高橋雨水幹線の建設事業費に関しましては、
一般財源の持ち出しというのはほとんどございません。建設当時はです。これはほとんど
起債であるとか補助金等を充当いたしますので、建設事業費に関しての一般財源の繰り入
れというのはございませんが、翌年度以降、公債費の支払いが生じてまいりますので、そ
の分がその後、後年度負担ということで一般会計の方からその分繰り入れをすることにな
りますが、今までも雨水事業・汚水事業関係が大体同規模程度の事業費がありましたので、
それを今高橋雨水幹線の方に今傾斜配分しているような形になっておりますので、極端な
一般会計の繰入金というのが後年度生じるというような見通しは持ってございません。 

○竹谷委員 

何を聞いているの。13 億から 14 億は毎年つぎ込んでいかなきゃいけない状況にあるんじ
ゃないかって聞いているのに、必要なんでしょうと。だから、それを財政計画に入れてい
かなきゃいけないことになるんじゃないですかと聞いているのに、何の答弁してるの。端
的に聞いているんだよ。下水道の課⾧は必要だと言っているわけだ、それだけ。片方は必
要だと言うのに、片方はいや違うんだということでないでしょう。もうちょっと端的に人
の話聞いてくださいよ。と思うんだけれども、いかがですか。 

○菅野市⾧公室⾧ 

大変失礼いたしました。 

大体毎年この程度の一般会計の繰入金になるだろうということで、極端にふえたりはしな
いというような内容で、その詳細の方まで話をさせていただいたということでございます。 

○竹谷委員 

言ったってさっぱりかみ合わない。だから、それを財政計画を毎年立てていかなきゃいけ
ないことじゃないですかと聞いているの、あんた、そのとおりですと言えばそれで事が済
むことでしょう。違うの。何だ理屈であなた答弁することないんじゃないの。 

それから、さきの遊水池の問題、これ⾧年ずっと懸案でこうなってきてるんですけれども、
部⾧、これ確認してください。あそこの発掘は江戸時代のものだというぐあいに私かつて
聞いたことあるんですよ。古代の多賀城の政庁跡の関連じゃなく、江戸時代のものが出て
きたと。そのために全面発掘、使うんであれば発掘しなきゃいけないということに私は記
憶しているんですけれども、いかがですか。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 

その件につきましては、ちょっと私は情報持っておりません。 

○竹谷委員 



担当部でね、なぜしなきゃいけない。調べてきちっとしておいてもらわなきゃ。なぜこれ
聞いたかと。江戸時代のものであれば、いいですか、一本柳では、江戸時代のものだから
これは包蔵に入らないと。これが同じ江戸時代であれば包蔵地区でないということになる
じゃない。それは全面発掘しなくたって、あそこをある程度掘って遊水池機能をやって、
今言った公園機能も持たすことはできるわけだ。私はそう思うんですよ。だから、今ここ
でどうだと言ってもしようがないですから、ちょっとその辺を調べて、いいとすれば、江
戸時代のものだってなれば一本柳と同じ扱いで包蔵地区から外してもいいんじゃないかと
いう結論になるんですけれども、そういう意味で、部⾧、文化財と調整してみてください。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 

文化財の方と調整いたします。 

○竹谷委員 

それから、さっきの高橋雨水幹線の具体に聞きます。今回の工事は 45 号線から仙石線の踏
切のところまで、旧遠藤材木の周辺だというぐあいに理解しておいてよろしいんですか。 

○江口下水道課⾧ 

仙石線から国道までの間、今委員言われた場所で工事を進める予定でおります。 

○竹谷委員 

すると、ここまでやれば、あとはことしじゅうに JR との仙石線横断について協議をしなが
ら進めていくと。それがだめなら育英側からこの工事は進めてくるというような計画で進
めていくというぐあいに理解しておいてよろしいですか。 

○江口下水道課⾧ 

今回の場所については、ちょっと特殊工法を使いまして、国道側から JR まで工事をします。
そのあと、JR の今言われた横断部分、あと、それとあわせて JR から育英までの間につい
ては 2 カ年で分割して工事を進めるように計画しております。ですから、JR の工事をやる。
とあわせて JR から高橋の JR 側の部分について、つなぎの部分ですので早目にちょっと工
事を進めて、最後の育英までの区間を整備をして終了という形に今計画しております。 

○竹谷委員 

JR の踏切横断が協議で時間かかった場合には、その分をそっちに先行してやるような仕組
みを考えなきゃいけないんじゃないかと思うから今お聞きしたんですよ。そういうことも
念頭に考えていかなければいけないところじゃないかと思っているんですよ。踏切横断は
大変ないろいろな問題が出てきますから。ですから、もし踏切横断の協議が JR となかなか
調わなかったらその金で先にそこを除いて先に工事を進めていくという手法もとっていか
なければ 25 年度までに開通はしないんじゃないかというふうに判断するので、そういう見
方をしておいてよろしいんですかと聞いているんです。わかります。 

○江口下水道課⾧ 

ただいまの件につきましては、今後の見通しもあわせて検討させていただきたいと思いま
す。ただ、先ほど深谷委員からも御質問あったように、25 年というのについては、なるべ
く守っていきたいと、このように考えています。 

○板橋委員 



104 ページの下の方の 5 節、八幡雨水幹線の板柵、これ毎年修繕しているようですが、あ
そこを改修するという計画はあるんですか、ないんですか。今どこまでその話が進んでい
るのか進んでないのか、お聞きします。 

○江口下水道課⾧ 

八幡の雨水幹線につきましては、今年度臨海鉄道側で暫定の整備をやっております。ただ、
その後、八幡雨水幹線につきましては、高橋の雨水幹線の整備が終了した後、整備をする
ように計画をしております。そのために整備計画について地元と懇談会を持って、その中
でどのような整備が考えられるのか、それの懇談会の結果をまとめた上で整備をするよう
に準備をしております。以上でございます。 

○板橋委員 

そうすると、地元の人との懇談会ということは既に話し合いの場に入っているということ
ですか。 

○江口下水道課⾧ 

いや、まだ入っておりません。一応こちら側の計画もある程度つくってからで、たたき台
がなければちょっと話も難しいので、こちら側のたたき台をつくって地元に方にお示しを
しながら話を進めていきたいと、このように考えております。 

○板橋委員 

担当課でたたき台をつくるということは、ただでできるわけでないでしょう、費用がかか
るでしょう。そうしたらば、結局そこに隣接している方々を交えて話し合いをしながら先
に進めるというような考え方はでき得ないんですか。 

○江口下水道課⾧ 

実はこの件につきましては平成 20 年ころですかね、八幡雨水幹線の整備に関することに関
して議会の方からの質問に対して、以前の部⾧の方からこれは回答をしております。その
際に、ある程度の計画の案をお示しをしながら地元と懇談を進めて整備計画を立てるとい
うお話をしてまして、ある程度の整備案について、その当時簡単な絵はかいてありますが、
それよりももうちょっと踏み込んだやつをつくりながら地元にお示しをして整備をしてい
きたいと、このように考えています。以上でございます。 

○板橋委員 

そうすると、前段で高橋の雨水幹線のことに関して御答弁あったように、まだまだ JR とか
の話、協議の最中、そうすると、高橋の雨水幹線が正直 25 年度で終わるということは今断
言できないでしょう。25 年度中に工事が終わるということを断言できないでしょう。もう
既に高橋の雨水幹線ができ上がったらすぐ八幡の雨水幹線の方の工事に入れるというふう
なシミュレーションをここ一、二年に考えていくということで理解していていいんですか、
違いますか。 

○江口下水道課⾧ 

はい、そのように考えております。 

○板橋委員 



その割には平成 20 年度、前部⾧のときにいろいろ御答弁されたということに対しての取り
組みがもう既に 2 年も過ぎていて、ちょっと遅いような気もするんだけれども、その辺の
時の流れはどのように御理解したらよろしいんでしょうかね。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 

多分、前部⾧が八幡雨水幹線についてそのような答弁をした時点と高橋雨水幹線が緊急性
を増してきた時点では多少のタイムラグがあったのかなというふうに思います。それで、
今、下水道の方は全職員と言ってもいいほど高橋雨水幹線にかかり切りになっているわけ
でございまして、ちょっと八幡の方までは手が回らないんですが、高橋の方が工事の方が
進むような状況に 23 年度にはなりますので、23 年、24 年とかけまして付近の住民の方の
参画も得ながら、八幡雨水幹線の整備計画をつくっていきたいなというふうに考えており
ます。以上です。 

○板橋委員 

部⾧、それはいかんよ、その答弁は。高橋と八幡の雨水幹線だけしかないというんじゃな
いの。そのほかの用悪水路はどうするの。何ぼでもあるでしょう。だから、集中的に高橋
の雨水幹線に今全力投球をしてるということに対しては言わない方いいんでないかな。き
のうもこれと違うような形で御答弁あったとき私も多少否定したけれども、多賀城全体の
ことを見ながら課としては毎年工事ないし整備、企画していかなきゃないんじゃないです
か。その段おかしいんじゃないですか。その割には結局、多少飛躍するけれども、その上、
農業用排水路、そこに家庭雨水も入ってきてますよね、多少なりとも。そういうところで
ここを整備してくれ、どこを整備してくれと結構あるんじゃないですか。それは全体的な
形を見ながら整備していくのが筋じゃないかと思うんですが、その辺、部⾧、もう一度御
答弁、的確な御答弁お願いしたいんですけれども。 

○佐藤建設部⾧(兼)下水道部⾧ 

先ほどの私の答弁について、ちょっと不適切なところがあったので、訂正したいと思いま
すけれども、確かに高橋幹線に集中してやっておりますけれども、決してそのほかの地域
全くやってないというわけではございませんで、必要なところについてはそれなりの事業
を展開しているところでございます。 

○藤原委員⾧ 

よろしいですか。 

そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。この際、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御
異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

御異議なしと認めます。 



これより議案第 20 号 平成 23 年度多賀城市下水道事業特別会計予算を起立により採決い
たします。 

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○藤原委員⾧ 

起立多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 ● 議案第 21 号 平成 23 年度多賀城市水道事業会計予算 

○藤原委員⾧ 

次に、議案第 21 号 平成 23 年度多賀城市水道事業会計予算を議題といたします。 

● 収入支出一括説明 

○藤原委員⾧ 

収入支出一括説明を求めます。 

○櫻井上水道部次⾧(兼)工務課⾧ 

それでは、水道事業会計について御説明を申し上げますので、資料 9 と 4 番と 8 番を御用
意いただきたいと思います。 

まず、資料 9 の 60 ページの予算関係資料をお開き願いたいと思います。 

初めに、業務比較表から御説明申し上げます。 

平成 23 年度の予算編成に当たり、1 年間の業務の基礎となる予定量をあらわしたものでご
ざいます。 

給水区域内人口 5 万 6,953 人、給水人口は 5 万 6,949 人で、平成 22 年度当初予算と比較
しまして 102 名の増であります。給水戸数 2 万 2,388 戸で 110 戸の増、普及率は 99.99％
を見込んでございます。年間総配水量は 609 万 7,964 立方メートルで 5 万 4,659 立方メ
ートルの増、1 日平均配水量は 1 万 6,661 立方メートルで 104 立方メートルの増でありま
す。 

次に、1 日最大配水量 1 万 9,463 立方メートルで 121 立方メートルの増、年間総有収水量
569 万 4,279 立方メートルで 7,579 立方メートルの増、有収水量率 93.38％で 0.72％の
減少と見込んでございます。 

次に、職員数でございますが、昨年同様 27 人でございます。 

供給単価は 293 円 56 銭で 99 銭の減でございます。給水原価は 282 円 49 銭で 3 円 58 銭
の減でございますが、これは支払利息及び委託料等の費用の減によるものでございます。 

次に、仙南仙塩広域水道受水費で 127 円 45 銭で前年度より 47 銭の減となっております。
仙台分水受水費は 130 円 39 銭で前年度より 24 銭の減となっております。 



次に、下の表でございますが、費用構成及び給水原価調べについて御説明申し上げます。
税抜きの表記になってございます。 

人件費 2 億 2,328 万 7,000 円で前年度より 657 万 7,000 円の減となっております。業務
の人事異動による関係でございます。 

受水費 6 億 2,293 万 5,000 円は、仙南仙塩広域水道及び仙台分水に係る受水費でございま
す。平成 23 年度はうるう年のため 1 日多くなりますので、前年度当初予算と比較し約 200
万円の増額となっております。 

次に、負担金 1 億 5,657 万 2,000 円は、仙台分水に係る設備負担金であり、前年度と同額
であります。 

次の修繕費 1,811 万 8,000 円は、前年度より約 160 万円の減額となっておりますが、こ
れは施設等修理費の減額によるものでございます。 

減価償却費 2 億 6,215 万 1,000 円は、523 万 7,000 円の増額となっております。配水管
等償却費の増によるものでございます。 

支払利息 1 億 594 万 8,000 円で 1,051 万 9,000 円の減でありますが、19 年度から 21 年
度までの公的資金補償金免除繰上償還借換債を活用し民間資金による借り入れを行い、利
子負担の軽減を図っていることなどによるものでございます。 

その他物件費 2 億 1,958 万 3,000 円で 1,671 万 7,000 円の減でありますが、委託料等の
減によるものでございます。 

以上、費用合計で 16 億 859 万 4,000 円となり、前年度対比 1,817 万 7,000 円の減額と
なっております。 

次の 61 ページは、平成 22 年度当初予算との損益計算書比較表となっております。太枠で
囲まれた部分が新年度でございます。 

左側の借方の営業費用中、中ごろに記載のあります業務費での人件費の減や、その下の総
掛費での委託料の減、また、営業外費用では支払利息の繰上償還活用による減に伴い、下
から 3 段目に記載のある特別損失を含めた小計欄が総費用となりまして、16 億 900 万
8,000 円は、前年度より約 1,800 万円の減額となっております。 

一方、右側の貸方では、営業収益中、給水収益の減額等はありますが、後ほど説明させて
いただきます土地売却に伴う特別利益の増加に伴い、当年度純利益 1 億 5,914 万 3,000 円、
前年度当初と比較して 3,687 万 8,000 円の増となっております。 

次の 62 ページにつきましては、平成 22 年度最終予算との比較表となってございます。 

63 ページ、平成 22 年度予定資金計画表、64 ページ以降は貸借対照表の内訳が記載されて
おりますので、御参考にしていただきたいと思います。 

次に、資料 4 の 25 ページをお開き願いたいと思います。 

平成 23 年度多賀城市水道事業会計予算でございます。 

予算額につきましては消費税等を含めた表記となってございます。 

第 1 条は、総則です。 



第 2 条は、業務の予定量で（1）から（3）までは、先ほど御説明申し上げたとおりでござ
います。（4）の主要な建設改良事業は、配水管整備事業で 2 億 4,320 万円を予定してお
ります。配水管改良事業は 1 億 915 万 2,000 円でございます。 

次の第 3 条は、収益的収入及び支出でございます。 

収入は、第 1 款水道事業収益で 18 億 5,504 万 8,000 円、これに対する支出は、第 1 款水
道事業費用で 16 億 7,931 万 8,000 円でございます。 

次のページをお願いいたします。 

第 4 条は、資本的収入及び支出でございます。 

中ほどの収入支出から御説明申し上げます。 

第 1 款資本的収入で 1 億 4,919 万 1,000 円を計上しております。一方、支出は、第 1 款
資本的支出で 6 億 7,963 万 9,000 円でございます。その結果、その上段に記載しておりま
す第 4 条の本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 5 億 3,247
万 6,000 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,625 万 1,000 円、当
年度分損益勘定留保資金 2 億 6,857 万円、減債積立金 1 億円、建設改良積立金 1 億 4,765
万 5,000 円で補てんするものでございます。 

なお、当年度発生する水資源開発負担金、これは税抜きですけれども、1,932 万円につき
ましては別途積み立て処分とするものでございます。 

次の第 5 条は、債務負担行為でございます。 

自動車借り上げにおける期間及び限度額は、表に記載のとおりであります。 

次のページをお願いします。 

第 6 条企業債でございます。 

配水管整備事業債でありますが、第 2 条で御説明申し上げました主要な建設改良事業を行
うための起債で、配水管整備事業 2 億 4,320 万円のうち 1 億 2,160 万円を借り入れるもの
であります。 

なお、起債充当率につきましては、健全化計画承認額である事業費の約 50％で算定してお
ります。 

次の第 7 条は、一時借入金で借り入れ限度額を 5,000 万円と定めるものでございます。 

第 8 条は、予定支出の確保の経費の全金額を流用することができる場合の項目を定めたも
ので、営業費用、営業外費用、特別損失の各項間で流用ができるということでございます。 

第 9 条は、議会の議決を経なければ流用できない経費を定めたもので、職員給与費 2 億
3,246 万 9,000 円、交際費 10 万円でございます。 

第 10 条は、たな卸資産購入限度額を定めたもので、その限度額を 706 万円と定めるもの
でございます。 

次に、資料 8 の 136 ページをお願いいたします。 

平成 23 年度多賀城市水道事業会計予算実施計画説明書でございますが、消費税等を含めた
表記となってございます。 



初めに、収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、管理課⾧より説明を
申し上げます。 

○小幡管理課⾧ 

それでは、主なものについて御説明させていただきます。 

1 款水道事業収益 18 億 5,504 万 8,000 円、1 項営業収益 17 億 2,770 万 5,000 円、1 目
給水収益 17 億5,519 万3,000円でございます。これは水道料金収入で年間総有収水量569
万 4,279 立方メートルに供給単価 293 円 56 銭と消費税を乗じたものでございます。 

2 目加入金でございます。1,983 万 6,000 円でございます。新設、増設等の加入金 168 件
を見込んでございます。 

3 目受託工事収益 5 万 3,000 円、これは修繕工事収益、給水工事等 10 件分を見込んでお
ります。 

4 目その他営業収益は 5,262 万 3,000 円を計上しております。手数料は給水工事申し込み
等で 555 件、212 万 6,000 円、下水道負担金は下水道料金の徴収に伴う負担金 23 万 4,753
件と下水道排水設備等徴収に伴う負担金 700 件、合わせて 4,859 万 6,000 円を見込んで
ございます。雑収益の 190 万円は督促手数料でございます。 

次に、2 項営業外収益 171 万 1,000 円でございます。 

1 目受取利息及び配当金でございますが、資金運用に伴います利息 50 万円を見込んでござ
います。 

2 目土地物件収益は、水道庁舎前駐車場の一部を駐車場として 6 台分の貸し付けを行う収益
と、水道用地の電話柱使用料等でございます。 

3 目雑収益 26 万 7,000 円、これは不用品売却収益 21 万円、その他雑収益 5 万 7,000 円
でございます。雑収益は電気料等使用者実費徴収金でございます。 

4 目他会計負担金 67 万 9,000 円でございますが、下水道会計で負担する事務経費等負担金
でございます。 

次に、3 項特別利益 2,563 万 2,000 円でございますが、1 目固定資産売却収益が主なもの
でございまして、新田浄水場の隣接地売却予定に伴う収益でございます。 

支出については、工務課⾧からお願いします。 

○櫻井上水道部次⾧(兼)工務課⾧ 

137 ページ、次に、支出について御説明申し上げます。 

1 款水道事業費用 16 億 7,931 万 8,000 円、1 項営業費用 15 億 5,258 万 6,000 円、1 目
原水及び浄水費で 9 億 6,169 万 2,000 円の予定額でございます。 

給料から法定福利費につきましては、職員 3 名分の人件費となります。 

委託料 1 億 1,550 万円は、施設維持管理といたしまして末の松山浄水場ほか運転管理等包
括業務委託に係る費用でございます。 

修繕費 169 万 1,000 円は、施設修理として新田観測井上屋補修工事に 50 万 5,000 円、そ
の他浄水設備修理として 115 万 5,000 円の費用からなっております。 



次の 138 ページ、負担金 1 億 6,440 万 3,000 円は、仙台分水に係る釜房ダム設備負担金
でございます。 

受水費 6 億 5,408 万 2,000 円は、仙台分水及び仙南仙塩広域水道の基本料金及び従量料金
からなってございます。 

2 目配水費で 1 億 1,171 万 7,000 円の予定額となってございます。給料から法定福利費ま
では職員 8 名分の人件費となってございます。 

次の 139 ページ、委託料で 1,804 万 3,000 円は、老朽管更新計画策定業務に 631 万円。
これは管路の布設料が比較的に増大した第 3 次拡張事業以降に整備された管路が法定耐用
年数である40年を経過してくることから計画的な老朽管更新計画を策定するものでござい
ます。市川天の山配水系の漏水調査委託として 549 万 9,000 円、調査戸数 9,620 戸、管
路延⾧ 101 キロメートルを予定してございます。その他休日等修繕業務委託、施設現況調
査、末端給水における残留塩素の測定業務の費用からなってございます。 

賃借料 179 万 1,000 円は、公用車工事積算システム等の借り上げとなってございます。 

修繕費 1,654 万 6,000 円は、配水管等修繕として公道内における給排水管からの漏水修理
費用 744 万 2,000 円、施設修理として森郷第 2 配水池側壁コンクリート補修工事 488 万
3,000 円、笠神新橋添架台塗装工事に 415 万 8,000 円でございます。路面復旧費 268 万
4,000 円は、同じく公道内修繕に係る舗装復旧費となります。 

3 目給水費で 2,471 万 1,000 円の予定額でございます。 

委託料 1,670 万 5,000 円は、検定有効期限が満了となります量水器 3,275 個の交換業務
に 895 万 2,000 円、それに夜間受付業務委託、マッピッグシステムデータ補修正委託を計
上してございます。 

140 ページをお願いします。 

材料費 554 万 2,000 円は、満了となります量水器及び不進行、凍結による量水器 2,826
個の修理代となってございます。 

4 目受託工事費で 1 万 1,000 円の予定額で、工事費 1,000 円は科目設定でございます。 

○小幡管理課⾧ 

次の 5 目業務費 9,299 万 7,000 円は、水道料金調定、徴収及び検針その他の業務に要する
経費でございます。 

給料から法定福利費までは職員 7 名分の給与でございます。 

次の報酬でございますが、貯水槽施設に係る衛生面の管理指導をより強化する必要がある
ため、非常勤職員 1 名を任用し対応するものでございます。 

141 ページお願いします。 

通信運搬費 410 万 1,000 円は、納入通知書、督促状等 8 万 820 件の郵送料を見込んでご
ざいます。 

委託料 704 万 3,000 円は、転出転入に伴う開閉栓業務委託と検針システム機器保守点検に
係る委託料でございます。 



次の手数料 1 万 8,000 円は、主なものは量水器検針事務手数料で 30 万 3,000 件、また水
道料金の口座振替手数料とコンビニ収納取扱手数料で 23 万 5,200 件を見込んでございま
す。 

賃借料 272 万円の主なものは、検針用ハンディターミナル 19 台分の借り上げ、料金シス
テム機器借上料等でございます。 

6 目総係費 9,288 万 7,000 円は、水道事業活動の全般に要する経費でございます。 

給料から法定福利費までは管理者と職員 7 名分の給与でございます。 

142 ページお願いいたします。 

中ほど、委託料 336 万 7,000 円は、庁舎維持管理に係る委託でございます。 

143 ページお願いいたします。 

賃借料 317 万 7,000 円は、財務会計システム機器の借上料が主なものでございます。 

修繕費は、庁舎の冷暖房設備修繕が主なものでございます。 

公債費は、前年と同額でございます。 

負担金 728 万 3,000 円は、総務管理経費等負担金でございます。 

7 目減価償却費 2 億 6,215 万 1,000 円は、平成 23 年度分の有形固定資産減価償却費でご
ざいます。 

8 目資産減耗費 641 万 9,000 円のうち、固定資産除却費 641 万 8,000 円は、機械及び装
置等の除却費でございます。 

9 目その他営業費用は、科目設定でございます。 

次に、2 項営業外費用 1 億 2,632 万 9,000 円でございますが、1 目支払利息 1 億 594 万
8,000 円で、企業債償還利息 1 億 574 万 6,000 円と、一時借入予定額 5,000 万円の借入
利息 20 万 2,000 円でございます。 

2 目消費税及び地方消費税は、消費税 2,038 万円は、消費税等納付予定額でございます。 

3 目雑支出は、科目設定でございます。 

3 項特別損失 20 万 3,000 円でございますが、1 目固定資産売却損は科目設定、2 目過年度
損益修正損 20 万円は、水道料金の過年度還付でございます。 

144 ページをお願いいたします。 

3 目その他特別損失は、科目設定でございます。 

4 目予備費で 20 万円を計上してございます。 

○櫻井上水道部次⾧(兼)工務課⾧ 

次のページ、資本的収入及び支出について御説明いたします。 

初めに、収入で、1 款資本的収入で 1 億 4,919 万 1,000 円の予定額でございます。 



1 項 1 目配水管整備事業債 1 億 2,160 万円は、先ほど御説明いたしました配水管整備事業
費 2 億 4,320 万円の 50％を企業債として借り入れるものでございます。 

2 項 1 目他会計負担金 556 万 2,000 円は、消火栓改良工事 9 基に係る一般会計からの負担
金でございます。 

3 項 1 目水資源開発負担金 202 万 8,000 円は、集合住宅などによる収入を見込んでござい
ます。 

4 項 1 目有形固定資産売却代金 2,000 万 1,000 円でございますが、うち 2,000 万円につき
ましては、先ほど土地売却収益で御説明申し上げましたが、土地の価格分でございます。 

次のページをお願いいたします。146 ページ。 

支出について御説明申し上げます。 

1 款資本的支出 6 億 7,963 万 9,000 円、1 項建設改良費 3 億 5,303 万 3,000 円、1 目配
水管整備事業債 2 億 4,320 万円の予定額でございます。 

給料から法定福利費までは、職員 1 名分の人件費でございます。 

旅費から保険料までは省略させていただきます。 

工事費で 2 億 3,243 万 5,000 円の予定額となってございます。工事内容につきましては、
後ほど議案関係資料等で改良事業とあわせて御説明申し上げます。 

2 目配水管改良事業費 1 億 915 万 2,000 円の予定額でございます。 

委託料 735 万円と工事費 1 億 180 万 2,000 円につきましても、後ほど説明させていただ
きます。 

次のページをお願いいたします。 

3 目量水器購入費で 68 万 1,000 円は、量水器 13 ミリから 50 ミリまで 168 個の購入代で
ございます。 

次に、2 項 1 目企業債償還金 3 億 2,640 万 6,000 円は、元金償還金であります。 

3 項 1 目予備費として 20 万円を計上してございます。 

ここで議案関係資料 9 の 69 ページ、70 ページをお願いしたいと思います。 

まず 69 ページですけれども、平成 23 年度建設改良事業について御説明申し上げます。 

初めに、配水管整備事業の概要でございますが、第 5 次拡張事業に基づき、安定給水の確
保を目標にごらんの調書にございます市内 14 カ所、管路延⾧約 4.1 キロメートルの老朽配
水管の布設がえを行うとともに、あわせて管路の耐震化を図るものでございます。 

次に、配水管改良事業の概要でございますが、設計委託等として末の松山浄水場機械電気
工事設計委託並びに末の松山浄水場中央監視設備等更新工事施工管理業務委託を行うもの
でございます。 

管布設の配水管改良は、ふくそうして埋設されております個人給水管の統合、あるいは使
用戸数に対して口径不足等により水圧低下をしている給水管を配水管として布設がえする
ものでございます。 



施設整備工事として、八幡三丁目地内国道を横断している天の山系送配水管の電気防食工
事 1 件、末の松山浄水場中央監視設備等更新工事を予定してございます。 

最後の消火栓改良工事 9 基につきましては、配水管整備事業とあわせて施行するものでご
ざいます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○藤原委員⾧ 

ここで地震情報について当局より報告がございます。 

○澁谷総務部⾧ 

先ほど連絡が入りまして、津波注意報が発令されていた部分が 2 時 50 分に解除になったと
いうことでございます。 

なお、貞山運河及び仙台港の潮位だったんですけれども、何かいろいろ測定したところ、
大体貞山運河で 15 センチぐらいの変動があったということ、あと仙台港で 30 センチぐら
いの変動があったというような報告が入りました。以上でございます。 

○藤原委員⾧ 

3 時 20 分まで休憩といたします。 

午後 3 時 08 分 休憩  

 
午後 3 時 20 分 開議 

○藤原委員⾧ 

議事を再開いたします。 

● 収入支出一括質疑 

○藤原委員⾧ 

説明が終わりましたので、これより収入支出一括質疑に入ります。 

質疑のある方は挙手を願います。 

○栁原委員 

まず、資料 9 の 69 ページの配水管整備事業の概要と配水管改良事業概要なんですが、ここ
に載っている以外でことし新たに設備投資計画とかというのが今考えているところである
のかないのか、ちょっと教えてください。 

○櫻井上水道部次⾧(兼)工務課⾧ 

この路線につきましてはいろいろ関係課との協議を行ってございまして、今現在、これ以
外の路線ということは考えてございません。 

○栁原委員 

これ以外には今のところないということで、わかりました。 



次、同じ資料の 62 ページの予定損益計算比較表ですけれども、この中で 22 年度は他会計
補助金ということで高料金対策が 9,295 万 3,000 円来ているんですが、ことしの方には計
上されていないのですが、これはことし急にゼロになるということは考えにくいのではな
いかと思うんですが、ことしは見込みはどうなんでしょうか。 

○小幡管理課⾧ 

23 年度の他会計補助金ということなんですけれども、この補助金につきましては国の基準
が毎年変更なります。それで、毎年 5 月ごろ国の方から基準額が示されますが、もし今年
度の国の基準額であります資本費が 1 トン当たり 167 円、あと給水原価が 263 円がことし
の基準額でございました。この基準額と平成 21 年度の多賀城市水道事業会計の資本費と給
水原価を比較するわけなんでございますが、この場合、多賀城市の 21 年度の資本費が 170
円 24 銭、給水原価が 298 円 52 銭となっておりまして、このままの基準額でいきますと大
体 1,800 万円ほどの補助金の該当の数字になりますけれども、これはまだ確定してござい
ませんので、今後該当するかどうかというのはまだ未定でございます。 

○栁原委員 

まだ未定だということでありますが、仮に昨年並みの補助金が来るとすれば、当年度純利
益は、22 年度よりも大きくなる可能性もあるということでよろしいでしょうか。 

○小幡管理課⾧ 

多分去年のための 9,200 万円ほどの補助金は、該当になっても、来ないとは思いますけれ
ども、もし去年と同じ金額であれば、委員のおっしゃるとおりでございます。 

○栁原委員 

もう一点なんですけれども、新田浄水場の跡地売却収益が 2,000 万円と計上されていたと
思うんですが、ちょっと今ページが出てこないんですけれども。この売却先とか売却の目
的とかも、わかりましたら教えてください。 

○小幡管理課⾧ 

売却先とかの決定はしてございません。ただ、平成 19 年からの補償金免除繰上償還の制度
を活用するに当たりまして健全化計画を提出しておりますが、その中で遊休資産の早期売
却等を盛り込んだ経緯がございます。来年度、23 年度が計画の最終年度でございますので、
新田の土地の売却を 23 年度に予算計上させていただいたものでございます。 

○栁原委員 

新田浄水場の跡地は、大変新田でも駅に近く大変利用価値のある場所なので、できれば市
の方で買っていただいて公共施設の用地として活用していただきたいと思いますので、こ
れは要望にしておきます。 

○藤原委員⾧ 

答弁要らないんですね。 

○栁原委員 

答弁お願いします。 

○菅野市⾧公室⾧ 



新田浄水場の跡地でございますけれども、これにつきましては市の方で西部地区の今後の
あるべき公共施設の検討を以前しておりました。これにつきましてはまだ具体的にどうい
うふうな土地利用が適当であるかということが固まってございません。今回、水道部の方
でこのような形で予算計上しておりますので、仮に市の方が公共用地、将来的な部分で必
要だというふうな判断をした段階において、まだ行政目的がはっきりしておりませんので、
購入するとするならば土地開発基金の活用が考えられるのかなと思っております。 

○佐藤委員 

141 ページにかかわってくるのでしょうか、手数料のところで量水器の検針手数料、検針
員の方たちの身分の問題で去年質問をさせていただいた経過がありまして、その後善処さ
れたようです。御本人も大変喜ばれておりまして、その点では感謝をしたいと思いますけ
れども、この方だけの問題でなくて、全体としてこういう方たちとの契約関係とか、いつ
までやっていただくとかということをきちんとはっきりさせておかないと、さまざまな面
で支障が出てくるのではないかということが考えられるんですけれども、そういう整理は
されたんでしょうか。 

○小幡管理課⾧ 

検針員につきましては、毎年度検針の委託契約を以前から締結しております。内容的には 1
年間、4 月から翌年度の 3 月までということで契約はいたしております。ただ、以前にお話
ありました年齢的なものとか、そういうのは明記されてございませんので、今後検討して
いきたいと思っております。 

○佐藤委員 

その際には、ぜひ今現在働いている人たちとのコミュニケーションも深めながら、お互い
納得いく形で決めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

それから、その手数料という言葉が検針員の人たちのいわばお給料ですよね、何かもうち
ょっと適切な言葉ないのかなと思ったんだけれども、やっぱりここにしか入らないんです
か。 

○小幡管理課⾧ 

人件費とか報酬とかいろいろございますけれども、検針の委託につきましてはこの手数料
から支出するのが一番望ましいのではないかと思っております。 

○竹谷委員 

まずは確認しておきます。9 の 61 ページ、23 年度は 1 億 5,900 万円の利益が予算編成段
階で出るということで見通したということで確認してよろしいですか。 

○小幡管理課⾧ 

おっしゃるとおりでございます。 

○竹谷委員 

貸借対照表、133 ページの、資料 8 の 22 年度の当期未処分利益剰余金が 3 億 3,200 万円
というふうに記憶しておいてよろしいですか。 

○小幡管理課⾧ 



22 年度末の当年度未処分利益剰余金は、委員のおっしゃるとおり 3 億 3,201 万 4,000 円
を見込んでございます。 

○竹谷委員 

それで、23 年度の今後になりますと、この 1 億 5,900 万円をもろに足したものになってく
るというぐあいに見て、そして 4 条予算での取り崩しをこの中からやっていくんだという
見方をしておいていいんですか。 

○小幡管理課⾧ 

23 年度の当期純利益 2 億 4,388 万 9,000 円予定してございますが、この中から 23 年度
中に減債積立金及び建設改良積立金に積み立てる予定でございます。それで、今まだその
予定処分がございませんので、23 年度の予定貸借対照表を見ますと、22 年度末からの 3
億 3,201 万 4,000 円に 23 年度の 1 億 5,914 万円足した 4 億 9,115 万円が計上されてお
りますけれども、実際には、先ほどお話ししましたけれども、この中から減債積立金、建
設改良積立金の方へ積み立てるものが出てきます。 

○竹谷委員 

いや、財産としてあるということを確かめたんです。 

それから、教えてください、これ。私、何ぼ考えてもわからなくて。今、藤原委員⾧が委
員会で内部を知っている私よりも勉強されているので聞いたんですね、解明できません。8
の 136 ページ、固定資産売却利益 2,500、端数はいいや、2,500 万円、新田浄水場のとこ
ろというと、この間土壌改良した空き地だと思います。と、4 条予算の 145 ページ、2,000
万円、これの関係はどうなんですか。 

○小幡管理課⾧ 

新田の旧資材置き場の件につきましてでございますが、まず、4 条予算の 145 ページの 4
項 1 目固定資産売却代金のうち 2,000 万円でございますが、これは当時用地を購入したと
きの購入価格分でございます。それに対しまして 136 ページの 3 条予算の固定資産売却益
2,563 万円につきましては、今、予定としては 4,563 万円で売却する予定でございますの
で、2,000 万円とこの 4,560 万円の差額 2,563 万円が 3 条予算の固定資産売却収益 2,563
万円に計上されるものでございます。 

○竹谷委員 

確かに 134 ページの 23 年度の貸借対照表の土地と 2 年度の土地を差っ引くと 2,000 万円
なんですよ。なぜこれ全部 4 条予算に入っていかないんですか。そういう仕組みになぜな
らないんですか。ちょっとその仕組みだけ教えてください。 

○小幡管理課⾧ 

土地の売却だけじゃなくて、固定資産を売却するときは、購入価格に相当する部分につい
ては 4 条予算の方に計上します。それで、その購入価格よりも上回った場合の差額分には
売却益の方、あと購入価格を下回った場合には売却損の方に、3 条予算の方に計上させてい
ただく経理方法となっておりますので、御理解お願いしたいと思います。 

○竹谷委員 

まあいいや。 



買ったこの有形固定資産の土地代金、これは買った原価だと、原価を表示していると。原
価より少なく売れた場合にはここでマイナスの計上をすると、3 条予算に。4 条予算はその
ままのせると。そして減らすというやり方をとると。もう一度聞きます。あそこの土壌改
良したときに 4 条予算でやりました、3 条予算でやりました、ちょっと記憶にないので。 

○小幡管理課⾧ 

土壌改良した際には 3 条予算の方で執行させていただきました。 

○竹谷委員 

じゃ、あのとき何ぼかかったって言ったか、幾らかかっておりますか。 

○小幡管理課⾧ 

正確な数字はあれなんですけれども、大体 6,400 万円ほどかかっております。 

○竹谷委員 

そうすると、あの土地はマイナスの土地だったと。そういうことですね。そういうの説明
しなきゃ。もうけたような話ばっかりしているけれども、実際には赤字しているんじゃな
い。そう思うんだけれども、どうですか。 

○小幡管理課⾧ 

委員のおっしゃるように、21 年度で行いました土地の土壌改良等も含めますと、結果的に
は費用の方がかかったということになってございます。 

○竹谷委員 

じゃ具体に、平米単価何ぼで評価したんですか。 

○小幡管理課⾧ 

平米単価 3 万 150 円で計上いたしております。 

○竹谷委員 

路線価との関係は調べました。 

○小幡管理課⾧ 

大変失礼しました。実はこの土地につきましては、平成 20 年の 1 月に鑑定を行ってござい
ます。そのときの鑑定が 3 万 3,500 円でございました、平米当たり。今回予算を計上する
に当たりましてその 90％、3 万 150 円で計上させていただいております。 

○竹谷委員 

これ計上するときは、やっぱり鑑定をとって現状価格を提示しておかないとまずいんじゃ
ないかと思うんですよ。土地は下落しているんですよね、多賀城の全体的に。ましてや新
田のあの周辺、相当下落していると思います。その判断で、先ほど栁原委員がおっしゃっ
たように、そんな安く民間にやるのであれば、公共用地として使うことはできないかとい
うことを価格の面からも追っていかなきゃいけないと思う。5 年先にあれだけの土地をもし
買うとすれば、今底ですよね、必ず上がります。上がった場合に市が持ち出す金が多くな
るということですよ。一応約束のことだから、これは計上しなきゃいけないということは



あるけれども、そこはやっぱり一般会計ときちっと相談して私はやるべきだと。坪でいく
と 9 万円だよ、10 万円切る土地だ。私はそう思います。ですので、管理者、ちょっとその
辺も含めて一般会計市部局とも、いろいろ保育所だ何だかんだ、あそこ新田の集会所どう
のこうのと話題にもなっているところだから、大局的に物を考えて、この安い土地をただ
手放すんじゃなく、一般会計に買ってもらって、あんたところ県に出してるからやらざる
を得ないという立場があると思うけれども、それをやっぱりうまく多賀城市全体で活用す
ることを考えなきゃ私はおかしいと思う。何ぼ企業は多賀城の水道事業所は違うといって
も。と思いますが、いかがですか、管理者。 

○板橋水道事業管理者 

今委員おっしゃるとおりだと思います。あそこにある土地は 1,500 平米が水道、あと 914
だったですか、一般会計の方で市⾧部局の方で持ってますので、これで合わせて 2,400 平
米ぐらいになるんです。そこでやっぱり合わせて使うことによって、今まで議員から一般
質問でいろいろあそこの活用方法等について出されてましたので、その辺は市⾧部局の方
も十分認識してくれていると思います。今回は水道の方ではここに計上させていただきま
したけれども、購入していただくのはもう市⾧部局だというように私は思ってございます。
そして、今言ったように、価格の問題につきましても、これちょっと 2 年ぐらい前の鑑定
だったものですから、約 90％ぐらいのやつで予算を計上させていただきましたけれども、
実際売買するとなれば、何ぼ市⾧部局といえどもきちっとした鑑定とってからやっていき
たいと、このように思ってございます。 

○竹谷委員 

なぜ私その質問したかというと、先ほど栁原委員の質問に対して、市⾧公室はさも買わな
いような答弁しているから、私はそれでぴんときたの。何をやっているんだと。 

栁原委員は、せっかく新田出身ですよ、新田で何とかしてくれって、根本委員も。一生懸
命新田の人たちはそう言っているんだ。土地利用計画をこれから考えていきます。そうい
うものじゃないだろうということよ。その辺はもうちょっと連携をとってやってもらわな
いと、僕はいつも思うんだけれども、少なくとも議員は市民の代表で来て、それなりの皆
さん方の声を代表して言っているんですよ。それは謙虚に受けとめてやるという姿勢が私
は大事だと思うんですよ。いかがですか。そういう姿勢をもって当たるということが私は
一番大事だと思うんですよ。副市⾧か市⾧か、市⾧がいいのか、どっちなんだ、きちっと
してくださいよ。 

○鈴木副市⾧ 

これは残念ながら、いろんな用途を今まで検討してまいりました。地元の方々、区⾧方と
もいろいろ相談をしながらいろんな用途をいろいろ検討してきました。でも、今現在では
どれにするというのをまだ決めかねているというのが実態なんです。実態がそうがゆえに、
一般会計で直接買うということになると科目づけしなきゃないですから、今現在科目づけ
できないので、水道部局の方と交渉が成立すれば、買うとすれば基金の方でまず押さえて
おかなくちゃないだろうと、そういうことで検討させていただくと。いずれ財政状況など
も踏まえて、多角的によく検討させていただきたいと思います。 

○竹谷委員 

公社で買うったって（「公社でない」の声あり）いやまず、さっき公社だって言っておっ
た。（「基金」の声あり）基金ね。であれば、基金残っているんだから。何で頭の中でい
るんだからそいつすぐ使えばそれは戻ってくる金ですよね。何でそんなに、管理者決めた



から、市⾧部局と、何でそんな、そう言われるから管理者決めたのが弊害なんじゃないか
というまた発想にもなってくるわけだから。ですから、そういうことを言わないで、わか
ったと。こういう計画であれば一般会計で買うことを念頭に考えていこうと。そして、で
きるだけいろいろな面での利用度を考えていこうと。場合によってはあそこは有料駐車場
にしても十分活用できるのよ、岩切駅に行くために。ましてや、こっち側に入り口をつく
ったら最高の駐車場になりますよ。素人で考えてもそう思う。やっぱりそういう大局的な
物の見方で考えていかなきゃおかしいと思うんだけれども。事業管理者、あれですよ、副
市⾧と十分連携とってやってくださいよ。 

○藤原委員⾧ 

答弁は要らないですか。 

○板橋水道事業管理者 

今委員おっしゃるように、うちの方から売るとは市⾧部局ということで、市⾧部局の方と
もいろいろ話をやって話し合いしています。ただ、今まだきちっとした目的がないという
ことで、市⾧部局の方では予算には計上できないという話はされてましたけれども、うち
の方としては 23 年は財政計画も出しているものですから、遊休資産は売却するということ
で言っているものですから、そういう売るんだという意思を出すためにここできちっと計
上させていただきました。連絡が途切れているわけじゃなくて、密にやってますので、ひ
とつ御了解いただきたいと思います。 

○板橋委員 

今の話聞いていて私は反対ですね。これだけ財政事情厳しいのに、そしてどういう目的で
そこの土地を活用するか全然そういう構想も出てないのに何で右から左って内部でそんな
ことばかりする必要があるんですか。どれだけの借財抱えているんですか、多賀城だって。
どうしても必要ならそれは私は何も言いませんが、竹谷委員が今くしくも駐車場で営業す
ればいいって案は出したけれども、大体行政がそういうお金をもらうような仕事というの
だれも了としないでしょう。あれだけ岩切駅に近い場所的によろしいんだったら、売却し
たらば売却の公告出したらば来ますよ、いい値段で売れるんじゃないですか。そういうふ
うにして一般会計の方では使わない公有地をそのうち売却していこう。それでなくても駅
前のやつが 26 年から売却するとか、それだけそういうふうにして持ってたって金利はかか
っているんですよ。民間では大変ですよ、それ。そういう発想を持ってもらわないと困る
んだけれども、この件に関して、しかるべき人。 

○鈴木副市⾧ 

この土地に関しましては、今いろいろ議論出ているようにさまざまな意見があるわけです。
さまざまな意見がありますので、財政状況も踏まえて多角的にいろいろ検討させていただ
きますという回答をさせていただいたところでございます。よろしくお願いします。 

○板橋委員 

わかりました。 

じゃ水道の方。鉛管に対しての平成 23 年度はどのように担当として対応していくか、そこ
に対して予算組みはどこに計上されているのか、その辺お聞きしたいと思います。 

○小幡管理課⾧ 



鉛管についての御質問でございますが、平成 21 年度に台帳から鉛管の該当を抽出いたして
おります。22 年度におきましては、さらに工事等におきまして入れかえをしている部分が
ございますので、その抽出を行い、その結果、5,300 件ほど今鉛管を使っている場所がご
ざいます。それで、この今まで鉛管の対策につきましては市政だよりとかホームページに
も載せておりますが、今回 5,300 件ほどの世帯を特定することができましたので、この方々
に平成 23 年度におきまして直接、はがき、文書を送付いたしまして、注意とか、あるいは
入れかえに対する促進の内容とかを盛り込んだ文書を送らせていただきたいと思っており
ます。 

その経費につきましては 139 ページの上から 2 段目、通信運搬費の中に盛り込んでござい
ます。通信運搬費の中に、ちょっと待ってください。 

大変失礼しました。費用につきましては 139 ページの通信運搬費ですね、給水費の通信運
搬費 42 万 5,000 円ほど見込ませていただいております。以上でございます。 

○板橋委員 

今聞いたのは、その鉛管の何千世帯に関しての水道事業所としてどのように対応するよう
に 23 年度考えているんですかと。宅内はそれは個人負担だと。じゃ公道の分は行政でしょ
う。その辺で宅内にある分に対してだって多少その当時使用できたとしても、今は体に影
響があるということで、前にも話したように幾らかでも行政で負担することは考えないん
でしょうかということを言ったでしょう。それを新年度予算でどのように考えているかお
聞きしているんですよ。郵送料は要らないですよ。 

○板橋水道事業管理者 

いろいろ今までも鉛管につきましては委員からとか、ほかの委員からもお話しいただきま
した。内部でもいろいろ検討しているんですけれども、本管そのものは市の水道事業で管
理している管に鉛管はございません。そこから個人管に引っ張る管に古い時期に引っ張っ
たところが鉛管あるということです。それで、今本管の入れかえしている箇所については、
鉛管がわかれば直していっているという状況です。それをやってももう相当の期間かかり
ますから、公的援助をしたらいいんじゃないかというお話だと思うんですけれども、ただ、
公的援助といっても、即水道料金からそれするといっても 5,000 件ということになると莫
大なお金かかる。それは年間に区切ればそうでもないんじゃないかというお話もあるんで
すけれども、その公的負担するかどうかについては、またいろいろ計画を立てながら、他
の市町村とのバランスも考えながら考えていきたいと思ってございます。ただ、今管理課
⾧が言ったのは、とりあえず鉛管使っていても必ずしもすぐ人体に影響あるというんじゃ
なくて、⾧く水道管に水がたまっていれば、その鉛が溶け出すというように、溶け出すと
いうとうんと表現あれなんですけれども、そういうことなんですけれども、ですからバケ
ツ 1 杯とにかく朝投げていただけませんかということで十分ですというあれもあるので、
そういうまず PR をきちんとやりましょうということでホームページにも載せてますし、今
市政だよりにも載せながら、1 回、2 回載せただけでだめですから、そういう周知をしてい
きたいと。今さらに 5,000 件ぐらいございますので、そこの家庭にはきちっとはがきとか
文書でこういうふうに対応していただけませんかということでまず 23 年度はしたいと。そ
の後にその公的負担をどこまでしたらいいのか、例えば利子補給とかいろいろあるわけで
すけれども、そういうものを含めて検討していきたいと、このように思ってございます。 

○板橋委員 

前にもこの件に関してお聞きしながら私も話させてもらったけれども、ほかの市町村のこ
とを考えていることないでしょう。何でほかの市町村のことを考えるんですか。安心・安



全な水づくり、そしてバケツ 1 杯ずつ投げていただけばいい。毎日投げてたら何ぼ月、水
道料金加算されます。本管から宅内に立ち上がっている分を、公道の下に潜っている分あ
るでしょう。それだけ直して、あとは中は受益者負担ですからってそこでばちんと切って
ねっぱすだけなの、つなぐだけなの。もう既にアナウンスされて当然じゃないですか。な
に広報、市の広報だので言ったって見ないですよ、皆。新聞等で出ているんですから既に。
その辺の対応が私は遅いんじゃないかと思うんです。遅くないんですか。1 年間かかってど
うしようか。もう既に、いつでしたっけね、もう数カ月前でしょう、これ出ていたの。そ
ういうふうな行政のサービスの怠慢、私から言わせると怠慢ですよ。これ以上聞いたって
また同じことでしょう、管理者答弁するのは。やめますわ。 

○藤原委員⾧ 

そのほか質疑のある方。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。この際、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御
異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤原委員⾧ 

御異議なしと認めます。 

これより議案第 21 号 平成 23 年度多賀城市水道事業会計予算を起立により採決いたしま
す。 

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○藤原委員⾧ 

起立多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

 
○藤原委員⾧ 

以上で、本予算特別委員会に付託されました議案第 16 号から議案第 21 号までの平成 23
年度多賀城市各会計予算の審査はすべて終了いたしました。 

各議案ともそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決しましたので、この結果については
議⾧あて報告いたします。 

なお、委員会報告の作成については私に一任願いたいと思います。 

これをもって予算特別委員会を閉会いたします。 

⾧期間にわたり御協力いただきましてありがとうございました。 



午後 3 時 57 分 閉会  

 
予算特別委員会 

委員⾧ 藤原 益栄 

 


